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議 事 日 程  （第２号） 

 

令和７年９月10日（水）午前10時00分開議 

 

日程第１        一般質問 

             質問順序  １．１番 相曽 桃子 

                   ２．13番 佐原 佳美 

                   ３．６番 加藤 治司 

                   ４．12番 楠  浩幸 

                   ５．４番 山口 裕教 

 

 

 

○本日の会議に付した事件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄議事日程に掲げた事件に同じ 

○出席及び欠席議員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○説明のため出席した者┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○職務のため議場に出席した事務局職員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 
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午前10時00分 開議 

○議長（神谷里枝） 改めまして、おはようござい

ます。 

 傍聴の皆様、お出かけくださいましてありがとう

ございます。感謝申し上げます。 

 先日の台風15号で日本で最大級の竜巻が発生しま

して、牧之原市、また吉田町におかれましては、甚

大な被害を受けられておりますことに心からお見舞

いを申し上げます。 

 では、進めさせていただきます。 

 ただいまの出席議員は18名であります。定足数に

達しておりますので、本日の会議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。撮影

を許可した者には許可証を交付しておりますので、

御報告いたします。 

 ここで、副議長より挨拶を申し上げます。副議長。 

  〔副議長 竹内祐子登壇〕 

○副議長（竹内祐子） おはようございます。副議

長の竹内祐子でございます。皆様には、議会に関心

をお寄せいただき、本日はこのようにたくさんの方

に見えていただき、本当に感謝申し上げます。議会

を代表してお礼を申し上げますとともに、一言、御

挨拶を申し上げます。 

 初めに、台風15号の通過に伴う竜巻の被害が集中

した牧之原市、吉田町の皆様にはお見舞い申し上げ

ます。 

 近頃では、想定外の被害が発生する気象状況にな

りました。当市においても、市民の命を守る防災・

災害対策は優先事項ですので、議会としてもしっか

りと取り組んでいきたいと思います。 

 さて、私は、８月の27、28日を全国市議会議長会

研究フォーラムに出席し、地方議会議員の成り手不

足問題の解決に向けてというテーマで事例発表など

を聴講してまいりました。当市議会においても、令

和５年度の選挙状況を考えると喫緊の課題となりま

す。 

 フォーラムで印象に残ったものは、全国市議会議

長会副会長さんが力強い声で、「資質の高い議員を

目指しましょう。」と何回も私たちに訴えたことで

した。地方議会議員には、資質、能力、意欲とも高

い者が求められます。資質の高い優秀な人材が市議

会議員になってくれるよう環境整備を進めていくこ

とが急務だと話されました。そのためには子供たち

への主権者教育を推進すること。現役世代が立候補

しやすい環境をつくること。これは、会社員が議員

に転身しても切れ目のない社会保障制度を継続し、

家族の将来や老後の生活を心配することがないよう

に処遇改善をすることです。このことについては、

国政の場で協議が始まろうとしています。結論です

が、議員の成り手不足対策には、１ 議会議員活動

の情報発信の強化、２ 議員報酬の見直し、３ 議

員の資質向上、この３つが重要とのことでした。当

市議会においても、次期選挙で議員になりたい人が

一人でも多く立候補されるように取り組んでいきた

いと思います。 

 本日から14人の議員が一般質問をします。一般質

問は、市民からも関心と期待を持たれる大事な活動

の場です。議員の資質が問われる場でもあります。

皆さん期待して御覧ください。 

 本日はありがとうございました。 

○議長（神谷里枝） 挨拶は終わりました。 

 本日の議事日程は、お手元に配信のとおりでござ

います。 

 今回、14名の議員の一般質問が通告されておりま

す。一般質問の日程を本日から３日間予定しており

ますので、本日５名、11日に５名、12日に４名とい

たします。予定された日程で全ての一般質問が終え

られるよう、質問者及び答弁者の御協力を強くお願

いいたします。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第１、一般質問を行いま

す。 

 本日の質問順序は、受付順により、１番 相曽桃

子議員、２番 佐原佳美議員、３番 加藤治司議員、

４番 楠 浩幸議員、５番 山口裕教議員と決定い

たします。 

 初めに、１番 相曽桃子議員の発言を許します。

それでは、１番 相曽桃子議員。 

  〔１番 相曽桃子登壇〕 

○１番（相曽桃子） 先ほど副議長も御挨拶にあり
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ました、意欲はありますが、資質・能力は向上中の

１番 相曽桃子です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問を行いま

す。 

 主題１、地域おこし協力隊につきましてです。 

 質問しようとする背景や経緯です。湖西市は、令

和４年度一般社団法人湖西・新居観光協会が発足し、

さらなる交流人口の拡大を図るために様々な角度か

ら対策を講じる必要があることから、市外からの人

材確保により新たな視点での観光資源発掘を行い、

素材の磨き上げやＰＲ活動、地域活性化に資する魅

力の発信を推進するため、地域おこし協力隊を募集

し、１名採用しました。最長３年間（令和７年12月

４日まで）延長が可能とし、本年が任期満了の年度

となります。 

 質問の目的です。地域おこし協力隊のこれまでの

成果と課題を分析し、地域おこし協力隊を新たに募

集する考えについて確認いたします。 

 質問事項に入ります。 

 １、本市における地域おこし協力隊の活動状況と

その成果について、どのように評価されているか、

また、具体的な実績や地域への波及効果をどのよう

に捉えているのかお伺いします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。産業部長。 

  〔産業部長 松原聡史登壇〕 

○産業部長（松原聡史） 相曽議員にお答えいたし

ます。 

 地域おこし協力隊として委嘱しております佐藤拓

真氏は、湖西・新居観光協会と連携し、観光ＰＲ業

務や湖西市の魅力紹介等に取り組んでおります。具

体的な活動としましては、毎月、市内観光情報に関

する刊行物の作成及び配布、自身のＳＮＳによる情

報発信や事業者と連携したイベント等の企画運営な

どを実施しております。加えて、市の観光公式ウェ

ブサイトでもあります湖西・新居観光協会のウェブ

サイトや、観光協会のインスタグラムの更新等も手

がけております。 

 湖西市観光公式ウェブサイトのページビュー数は、

委嘱前の令和３年度は約21万アクセスでございまし

たが、令和６年度は約59万アクセスと、およそ３倍

に増加しております。また、「あらいギョギョ市」

や「ゆかたパスポート」など新たな連携企画にも積

極的に携わっており、にぎわいの創出と観光ＰＲに

大きく寄与していただいているものと高く評価して

おります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） ３年間の実績、また、今はウ

ェブサイトのほうの効果のほうは分かったんですけ

れども、ちょっと地域に対しましての波及効果みた

いなのはどういうふうに捉えているのか、ちょっと

確認させてもらってもいいですか。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） 地域への波及効果でござ

いますけれども、なかなか数字で明示することは難

しいんですけれども、あらいギョギョ市に関しても

浜名漁協の新居支所の青年部と観光協会が実行委員

会をつくって企画したものでございまして、大変多

くのにぎわいがあったというふうに伺っております。

これも今後も定期的に開催されるということで大き

な波及効果を生んでいると思いますし、先ほど月刊

誌の話をちょっとしましたけれども、月刊satoとし

て湖西市の魅力ですとか、お店などをＡ３の１枚に

まとめたフリーペーパーで市内の店舗ですとか観光

客等に配布しておりまして、御覧いただいた方です

とか、お店などからは非常に好評をいただいている

というふうに伺っております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） そもそも地域おこし協力隊と

いうものを湖西市で初めて募集いたしまして採用し

たということで、湖西市民の方にしてみると、そも

そもの地域おこし協力隊って何というところから疑

問があるかなと思うのですが、ここ３年間、まだ継

続中ではありますけれども、それを含め地域おこし

協力隊という存在といいますか、というところは湖

西市民の方たちにもしっかり普及できたかどうかと

いうところはどのように捉えているかお聞きしても

いいですか。 
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○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 すみません、繰り返しになってしまって恐縮なん

ですけれども、先ほどの月刊satoについては、これ

は地域おこし協力隊の佐藤拓真さんの名前で、それ

も一応明示をしてこういったＰＲ活動をしていただ

いておりまして、このフリーペーパーがどの程度市

民の方に見られているかというところはなかなか数

字では表せないんですけれども、やはり、一定程度

湖西の観光それからＰＲに活躍していただいている

というところは認識していただいているのかなとは

思います。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 発信することで伝わっている

というのはもちろん分かるんですけれども、やっぱ

り受け取る側がどれぐらいキャッチしているかとい

うところの評価はしていかなければ、どういうふう

なところに伝わっていて、伝わっていないところは

どこなのかなというところが明確になっていくと、

じゃあ、どういうところにこういうのは支援したら

いいか、逆にキャッチする側もそういう制度の人が

いるんだねというところで、じゃあ、こういうふう

に一緒にやろうかという声にもつながってくるんじ

ゃないかなと思いますので、今回は12月で終わって

しまいますけれども、そういう地域おこし協力隊の

活動を市民の人にもしっかり知ってもらうというと

ころは市のほうも引き続きお願いしたいなと思いま

した。 

 それでは、２に入ります。 

 地域おこし協力隊の活動資金につきまして、総務

省は地域財源措置の拡充として報酬費等の措置上限

額の引上げや、募集等に要する経費の措置上限額の

引上げなど取組に対して強化しています。当市にお

けます地域おこし協力隊への負担金の金額とその内

訳を伺います。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 まず、報償費としましては、一月当たり160時間

を上限に、１時間当たり1,250円に実際の活動時間

数を乗じた金額を支給しております。 

 また、活動に使用する車両の使用経費として月額

２万5,000円、燃料費として月額１万円、住居の賃

料として月額５万円、通信費として月額１万円を、

こちらとは別途支給しております。 

 なお、活動に係る保険料につきましては、市が加

入をし支払いを行っております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） いろいろ湖西市のほうで支援

はしているというところですけれども、それでも、

やはり、それだけではなかなか生活できないという

多分実態も分かっていらっしゃるのかなと思います

ので、もちろんそれだけで生活をしていければいい

んですけれども、なかなかいろいろなことをやると

またほかでも経費がかかってくるし、対象じゃない

経費ももちろん多分いろいろあると思いますので、

そこら辺の細かいところはいろいろ精査していただ

いて、もしも次募集するようなことがあって採用さ

れるようなことがあったときに参考にしていただけ

たらと思っております。 

 それでは、３番に入ります。 

 任期終了まで数か月となりますが、定住状況やそ

の後の就業・起業状況につきまして、市として追跡

や支援は行っていますか。行っていないのであれば、

その理由もお願いします。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 昨年度本人に聞き取りを行いましたところ、任期

の終了後も、湖西・新居観光協会と連携し、引き続

き湖西市の観光ＰＲ等に従事していただけるという

ことを確認しております。そのため、今年度におけ

る湖西・新居観光協会への補助金額に、任期の終了

後も含めた人件費分を加算するなど、支援を継続し

てまいります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） せっかく、そもそもこの地域

おこし協力隊というものは、これは隊員になられた

方が湖西市に終わってからも引き続き定住してもら
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ったり移住してもらったりするというのが、それが

目的でもあると思いますので、今回採用された方は

定住していただくという意欲があって、今後も湖西

市のほうに協力していただけるというところで安心

しました。 

 それでは、４番のほうに入ります。 

 今後、本市として地域おこし協力隊制度をどのよ

うに位置づけていくのか、単なる人材の呼び込みに

終始せず、地域の側も受け入れる責任を果たせるよ

うな仕組みづくりが必要だと考えますが、市の見解

を伺います。 

○議長（神谷里枝） 企画部長。 

○企画部長（馬渕 豪） お答えします。 

 地域おこし協力隊の制度は、外部人材ならではの

視点や多様なスキルを地域活動に取り入れ、都市部

からの地域活性化の担い手を確保することができる

効果的な仕組みの一つだと認識しているところでご

ざいます。 

 この制度の受入れに当たっては、活動分野におけ

る所管課及び制度所管課の連携による支援はもちろ

んのこと、協力隊員に対しては、研修会や他の自治

体の協力隊員との交流の場の紹介など、有益な支援

ができるよう体制を構築したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 先ほどの質問のほうでもちょ

っとお話が出たんですけれども、やはり行政側だけ

ではなくて、地域に住んでいる市民の方々の理解も

ないと、なかなか活動の幅を広げたりとか活動の理

解というものが得られないのではないかなと思いま

すので、行政側の受入れ支援とか受入れ体制のほう

はもちろんのこと、やはり地域で暮らしている市民

の方々の受入れ体制、受入れ責任というところの支

援、仕組みづくりというところにつきましては、答

弁上ちょっとなかったかなと思うんですけど、そこ

の考えをもう一度お聞きしてもいいですか。 

○議長（神谷里枝） 企画部長。 

○企画部長（馬渕 豪） 今回の佐藤拓真氏の場合

にあっても、まず、地域おこし協力隊に任命された

ときには新聞報道等で取り上げていただくような広

報をしたりですとか、幸いにして、彼の場合におい

てはテレビでも取材を受けるという形で大きく取り

上げられたところで、比較的地域への浸透度は早か

ったかなというふうに認識しているところです。そ

のように、地域の方たちにどう引き合わせて、どう

つなげるかというところが、この制度においては一

番重要なことだというふうに思っておりますし、そ

ういったことで通常よく言われるミスマッチと言わ

れるような、協力隊員と地域がうまくなじまないと

いうようなことがないようなところを注意してやっ

ていくことが大事だというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） ほかの事例を見ますと、なか

なかなじめなくて任期の前に辞めてしまったりとか、

延長せずに帰ってしまったりという事例ももちろん

ありますので、全てがうまくいくというのは難しい

ところもあるとは思うんですけれども、やはり、地

域で活動する以上、地域の方々の理解また協力とい

うところが絶対的に必要になってくると思いますの

で、そこの行政側ができることと地域側ができるこ

と、そこら辺の摺り合わせのほうも今後必要になっ

てきますし、今、事例が１例できましたので、それ

を参考に湖西市として受入れ体制をというところを

整えていけたらなと思っております。 

 それでは、最後の質問に入ります。 

 地域おこし協力隊は、一定期間の地域活動の後、

その地域へ定住・定着を図ることを目的として開始

された制度です。本市で採用された１名は、退任後

も本市に在住する意欲を示しています。新たな地域

おこし協力隊の採用、こちらにつきましては、観光

に限らずですけれども、どのようにお考えなのかを

お伺いします。 

○議長（神谷里枝） 企画部長。 

○企画部長（馬渕 豪） お答えします。 

 地域おこし協力隊の新たな採用につきましては、

地域課題解決の一つの手段という捉え方の下、庁内

に活用の検討を促しているところではございます。

協力隊の活用が効果的であり、必要とする分野があ

れば、採用に向けた募集を行うとともに、受入れ体
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制を整えてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 地域協力の活動の例としては、

本当に幅広い活動があると思います。前任者が今行

っている地域おこしの支援だとか、農林水産業の従

事だったり、資源保全、監視活動、環境保全活動、

地域の生活支援、スポーツ・文化に関する活動、脱

炭素地域づくりの推進、本当にその他いろいろ幅広

い分野で活用していただいて、今活躍されている方

も全国でいらっしゃるというふうな事例もあると思

いますので、今庁内で考えていますよというところ

ですけど、なかなか庁内といっても、やっぱり、担

当課であれば、地域おこし協力隊というものはどう

いうのができて、どういう分野でどういうふうなこ

とができるというのがちょっと理解しやすいと思う

んですけど、担当課ではない課で募集するとなると、

いや、そもそも地域おこし協力隊はどこまでできる

のとか、どういうところをお願いできるんだろうと

いうところまでなかなか踏み込んで理解している課

ばかりではないと思いますので、そういうところを

地域おこし協力隊というのは、例えば課ごとにこう

いう課題があるというのは多分いろいろな事務事業

評価とかを見れば、課ごとの課題というのは見えて

いると思いますので、ちょっとピンポイントに当て

て、こういう活動に対して地域おこし協力隊の活動

とかも入れれると思うよみたいな、ちょっとプラス

アルファで支援といいますか、情報提供をしてあげ

れば、ほかの課もこれで募集、もちろん募集して絶

対来るわけでもないですし、そもそも募集がなけれ

ば採用できないんですけれども、なかなか国として

も進めていきたい事業として進めている事業ですの

で、もう少し湖西市の２例目、３例目として活躍し

ていただけるように、担当課のほうからほかの課の

ほうにプッシュをしていただいて、多くの方の募集

があるような結果としてなっていただけたらなと思

っておりますが、そういうふうにちょっと具体的に

事例を挙げて、そんなたくさんじゃなくてもいいん

ですけど、課題に沿って地域おこし協力隊を募集で

きるよというふうな情報は送ることが、通達といい

ますか、共有することはできるんでしょうか。そこ

を確認してもいいですか。 

○議長（神谷里枝） 企画部長。 

○企画部長（馬渕 豪） お答えします。 

 庁内におきましては、庁内の掲示板等がございま

すので、地域おこし協力隊の活動事例とか、あと総

務省から出ておりますハンドブック等のそういうマ

ニュアル等を掲示して利用できるように考えており

ます。でも、あくまでも、これは制度として選択肢

の一つでございますので、ほかの事例で言うと例え

ば地域企業人材の派遣というのもあったりしますの

で、どれを選ぶかは関係各課の選択かなというふう

に思っています。 

 また、地域おこし協力隊は都市部からの移住者と

いうところの前提があるところもありますので、な

かなか応募者の確保というところが非常に難しい課

題かなというふうに思っていますので、事前の相談

がないとここの部分についてはなかなか進んでいか

ないかなというふうに考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 部長がおっしゃるとおり、な

かなかどこも人手が足りない中で、人手を確保する

というのは本当に難しいことだと思うんですけれど

も、使える制度を使って、ヒットしてくれる人がい

たらいいなと思っておりますので、今後も地域おこ

し協力隊の募集に関しては見守っていきたいと思い

ます。 

 １の地域おこし協力隊の一般質問は終わりまして、

主題２に入ります。たばこのポイ捨て防止と喫煙環

境整備の推進につきましてです。 

 質問しようとする背景や経緯です。現在、湖西市

内の主要な公共スペースや道路沿いにおいて、たば

この吸い殻が歩道や植え込みに捨てられている光景

が日常的に見られ、景観悪化や火災発生リスク、衛

生面の問題を引き起こしていると思います。湖西市

内の公共施設の多くでは、敷地内禁煙が徹底されて

いますが、その影響で施設のすぐ外の歩道や駐車場

での喫煙が常態化していると思います。これでは、
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非喫煙者が受動喫煙を避けられず、また、たばこの

ポイ捨ても発生しやすくなります。喫煙そのものを

全面的に排除しようとするのではなく、しっかりと

分煙を図り「吸う人・吸わない人」どちらにとって

も気持ちよく過ごせる環境を整えることが、現実的

かつ効果的な解決策と考えます。喫煙者がルールを

守って喫煙できる場所を明確に整備することで、ポ

イ捨てや路上喫煙も抑制され、公共空間の質も高ま

ると考えます。 

 質問の目的です。市内におけますたばこのポイ捨

てを減らし、清潔で安全なまちづくりを推進するた

め、喫煙所の整備と併せた啓発活動を行うためです。 

 質問事項に入ります。 

 １、たばこのポイ捨ての現状把握や苦情件数、清

掃に係るコストなどデータがあるのか伺います。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 今回、市民の皆様が日頃利用される市の公共施設

について、道路や公園などを含め、幅広く聴き取り

を行いましたのでお答え申し上げます。 

 まず、現状把握につきましては、たばこのポイ捨

てが多いと認識している施設はなく、全ての施設に

おいて「たばこのポイ捨てはない」又は「多いとは

思わない」と認識している状況でございます。 

 続きまして、苦情の件数につきましては、全施設

の合計の件数になりますが、令和４年度が２件、令

和５年度が２件、令和６年度が４件となっておりま

す。 

 最後に、清掃に係るコストにつきましては、たば

このポイ捨てに特化したコストは把握してございま

せん。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 先ほど苦情件数が一応２件、

２件、４件とあるということですけど、その苦情の

内訳といいますか、その内容というものは、たばこ

が捨てられているよということに対しての苦情件数

なのか、それともポイ捨て以外のクレームなのかを

ちょっと確認してもいいですか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 苦情の内容ですが、まず吸い殻が落ちているとい

うものと、火がついたまま捨てる人がいるというも

のと、あとは喫煙所以外でたばこを吸っているとい

うものでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 施設側は特に把握はしてない

し、特にポイ捨てもないというふうに把握している

けれども、苦情は数件はあるということで、中には

気になっている市民の方もいらっしゃるのかなとい

うふうに理解をいたしました。 

 それでは、２問目に入ります。 

 たばこのポイ捨ては、喫煙所不足や位置の不便さ

も一因と考えます。市内の公共施設や人通りの多い

場所における喫煙所の設置状況はどうなっているの

かを伺います。また、既存の喫煙所があるのであれ

ば、利用率や利用者・非利用者双方から寄せられて

いる声や要望についてもお伺いします。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 本市の公共施設につきましては、受動喫煙による

健康影響を受けやすい20歳未満の方が主に利用する

幼稚園、小・中学校等に加えまして、受動喫煙によ

り健康影響を受けるおそれが高い方が主に利用する

湖西病院、市役所庁舎、健康福祉センター等は、敷

地内全面禁煙としております。 

 それ以外の公共施設に設置されています喫煙所は、

道の駅、海湖館、やすらぎ苑の３か所、また、人通

りの多い場所には、ＪＲ新所原駅南北のロータリー、

それから海釣公園の２か所に設置されております。 

 利用率につきましては、具体的な数値は把握して

おりませんが、ある程度の割合で利用されているの

ではないかというふうに推測をしているところでご

ざいます。また、利用者・非利用者からの特に目立

った声、要望は寄せられておりませんが、たばこを

吸わない方の一部の方からは、喫煙場所以外で喫煙

をしている人がいるという声が寄せられている状況

でございます。 

 以上でございます。 
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○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 喫煙されている方はあまり気

にならない方のほうが多いのかなと思うんですけど、

やはり、吸わない方にしてみると臭いが気になった

りとか、あと、ルールを守ってない方というのがち

ょっと目につくのかなと思います。 

 そこで、やはり、先ほども火がついたまま捨てる

人がいるという意見があったように、一部では気に

なっている方というのはいるけど、クレームとして

出さない方も多分多いとは思うので、そこは喫煙所

があればマナーよく使えるかといったら、またそう

ではないとは思うんですけれども、なかなか法律で

喫煙はしませんというところで健康増進法でも定め

ているので、どこも今分煙といってもすごい設置場

所が離れていて、吸いに行きたくてもちょっと距離

があるから、もう近くで吸っちゃおうとかというふ

うに思っちゃう方もいらっしゃるのかなというふう

には推測はできるわけでございます。 

 そうしたら、もう３番のほうに行きます。最後の

ところに行きますけれども、ポイ捨て防止には、啓

発だけではなく物理的な環境整備が必要と考えます。

喫煙所の増設や移設、案内表示の改善を行うことで、

喫煙マナーの向上とポイ捨て削減の両立が期待でき

ると思います。そこで、設置をするといいましても、

財源が必要になってくると思いますので、財源とし

ましては、市たばこ税は一般財源に組み入れられて

いまして、特定用途に限定されてはいないと思うん

ですけれども、環境整備費としての一部活用や、ま

た市内企業さんなどの企業協賛など過去に検討した

事例とか、今後に検討する意向があるのかをお伺い

したいと思います。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 ポイ捨て防止のための環境整備、具体的には喫煙

所の整備ということになろうかと思いますが、本市

におきましては令和元年７月の改正健康増進法の一

部施行の際に、公共施設の敷地内禁煙を実施してお

ります。 

 その中で先ほどの答弁でありました、道の駅、や

すらぎ苑、海釣公園駐車場につきましては、この令

和元年７月当初から敷地内の禁煙を実施をしており

ましたが、敷地外での喫煙やポイ捨ての増加が確認

されたため対策を検討し、一部企業協賛も含め再度

喫煙場所を設置したという状況で改善がされたとい

う事例がございます。 

 今後の検討につきましては、最初の答弁の際に触

れさせていただいた聴き取りにおいて、ポイ捨てが

ない又は多いとは思わないという認識の下、限られ

た財源の中において喫煙所設置の優先度は決して高

いものではないと考えますので、引き続きマナー条

例の啓発などを通じて、喫煙マナーの向上を図って

まいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 湖西市には、湖西市美しい生

活環境を確保する条例というものがありまして、そ

この12条のところにでも、たばこの吸い殻につきま

しては設置されているところを利用してくださいね

というふうにうたっている文言もありまして、しっ

かりマナーを守りましょうというところは決まって

いるところだと思います。しかしながら、なかなか

そうは言ってもマナーを守らない方も一部いらっし

ゃいまして、先ほど施設の側からは特に気にならな

いよというところなんですけれども、利用する私も

一市民として、やっぱり公園ですとか、道路ですと

かにたばこの吸い殻が落ちていると、子供が小さか

ったりすると拾って食べてしまうみたいなことは多

分ないと思うんですけど、触ってしまうというとこ

ろのリスクも考えると、そこはしっかり分煙ができ

ているのかなと思うとなかなか全てできているとも

言い難い状況なのかなと思っております。 

 おっしゃるとおり緊急性があるかと言われますと、 

見るからにあふれかえっているようなところは確か

にないかなとは思うんですけれども、今後また、た

ばこ税のほうも上がるという方向になっておりまし

て、たばこを吸われている喫煙者の方にしてみれば、

どんどん税金は上るのにたばこを吸う場所は限られ

て狭められているという不満が、マナーのポイ捨て

をしてしまおうみたいなところにもつながっている

んじゃないかなというふうに私個人的には考えてお
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りますので、今後のこの動向を見ながら、湖西市内

において本当にマナーが悪くてたばこがあふれかえ

っているというところはないにせよ、今後またたば

こ税の増税に伴って、マナーの悪い方が増えてしま

うという可能性も考えられるわけですので、今後の

動向に注意していきたいなと思っているところと、

あと喫煙所を設置するだけではなくて、看板ですね、

よく道路とかに歩きたばこ禁止とか、道路上のとこ

ろに表示といいますか、イラストみたいなのを駅前

とかほかの他市を見ますと設置しているところもあ

ったりというところもありますので、湖西市内にお

いて駅前がすごいひどい状況ではないとは思うんで

すけど、例えば公園のところには、たばこは持ち帰

りましょうとか、視覚的にたばこを吸っている方が

分かるような啓発も一つの手かなと思うんですけれ

ども、そこについてもやはり緊急性がないからちょ

っと難しいというところですかね。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 今のところはそういったところは考えておりませ

んが、今後その状況がどのように変化するかという

こともございますので、そこの変化に応じて、また

そういったところは考えていきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 私もたばこは吸わないもので

して、ちょっと臭いが気になったりとか、たばこが

落ちているとちょっと残念な気持ちになったりはす

るんですが、やはり公園とか、小さいお子さんが遊

んだりとか子供が遊んだりする場所でありますので、

そこに関しては少し優先度を上げていただいて、実

際にやはりたばこを吸っている方も見かけますけれ

ども、こちら側として声をかけるわけにもなかなか

できなかったりするところもありますので、ちょっ

と視覚的にたばこを吸ったらいけないよという貼り

紙はもう既にあるんですけど、紙でちょっとペッて

貼ってあるだけなので、雨が降ったり風が強ければ

なくなったりとかもありますので、ちょっとしっか

りとした掲示のほうができたらいいかなと思ってお

りますので、また今後の動向を見ながら必要に応じ

て対応していただけたらと思います。 

 それでは、３番に入ります。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） すみません、先ほど

２番目の質問の中で、公共施設に設置されている喫

煙所について修正をさせていただきたいと思います。 

 答弁では、道の駅、海湖館、やすらぎ苑の３か所

と申し上げましたが、正しくは海湖館には設置され

ておりませんで、海釣公園のほうに設置されている

ということで、正しくは道の駅とやすらぎ苑の２か

所ということで訂正をさせていただきたいと思いま

す。おわびして訂正をさせていただきます。失礼い

たしました。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） そうですね、やっぱり海湖館、

浜のほうはちょっと吸い殻が多いかなという印象で

すので、今後の動向も含めいろいろ検討していただ

きたいなと思っております。 

 じゃあ、３番に入ります。熱中症による命の危機

と支援のあり方についてです。 

 質問しようとする背景や経緯ですけれども、近年、

猛暑の影響で熱中症による搬送者や死亡者が全国的

に増加しています。また、高齢者は、加齢により暑

さに対する感覚が鈍くなり、知らない間に脱水症状

や熱中症を発症することも少なくありません。 

 質問の目的です。加齢による暑さへの鈍感さや熱

中症リスクが高い方々への支援体制を確認し、命を

守るための実効性のある政策を求めたいと思います。 

 質問事項に入ります。 

 １、高齢者の中には暑さを自覚しづらく、室温が

高くても冷房を使用しない傾向がございます。市と

して、地域包括支援センターや民生委員、ケアマネ

ジャーなどと連携した見守りや声かけなどの体制を

どのように整備しているのかを伺います。また、今

後も熱中症によるリスクが高まる中で、対策強化の

予定はあるのか伺います。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 議員の御指摘のとおり、高齢者は暑さを感じにく
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く、冷房の使用を控える傾向がございます。そこで

市では、地域包括支援センター、民生委員・児童委

員協議会と連携し、独居高齢者宅の訪問時やサロン、

居場所での活動の際に、市が作成したチラシを活用

し、冷房使用の重要性を伝えるなど、熱中症予防の

周知を行っているところでございます。 

 併せて、配食サービス利用者への安否確認時の声

かけや、介護予防教室における保健師による指導、

市の高齢者向けＬＩＮＥを活用した注意喚起など複

数の手段を組み合わせて対策を講じております。 

 今後につきましても、こうした取組を一層強化し、

関係機関と連携を深めながら、高齢者が安心して災

害級とも言えるこの夏を過ごせるよう、熱中症対策

の徹底に努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） それでは、次の最後の質問に

入っていくんですけれども、高齢者は暑さを感じに

くいという特性への理解を深めることが重要である

と考えます。高齢者本人だけでなく、家族や周囲の

人が注意できるよう、啓発活動の充実も求められる

と思います。先ほども部長答弁でもあったと思いま

すが、市として、どのような広報手段を活用して注

意喚起を行っていくのか、また今後の工夫などあり

ましたらお伺いします。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 高齢者本人への熱中症対策は従来どおり継続する

とともに、今後は家族や周囲の方々への注意喚起に

重点を置き、特にその理解と対応を促進することに

取り組んでまいりたいと思っております。 

 具体的には、同報無線やＬＩＮＥを活用した情報

発信に加えまして、各種イベントや講演会でのチラ

シ配布など、身近で実効性のある啓発活動をさらに

強化いたします。 

 併せて、公共施設や商業施設などにもポスター等

を掲示し、日常の中で熱中症予防を意識していただ

けるよう工夫をしてまいります。 

 こうした取組を積み重ねることで、地域全体で高

齢者の熱中症対策を徹底できるよう努めてまいりた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） 部長答弁でもありましたとお

り、家族だったり身近な人の声かけというところが

一番身近で簡単にできるというところだと思うんで

すけれども、なかなか高齢者の方は昔ながらの生活

習慣がしみついていまして、エアコンを使わずに窓

を開けて扇風機だけで過ごされるという方が基本的

には多くて、エアコンが苦手で、エアコンがあって

もスイッチを入れずに扇風機で過ごすという方が結

構多いと聞いております。そして、今はもう国を挙

げて熱中症に関しては災害級だと、この猛暑の中、

エアコンを使って過ごしてくださいというふうな方

針ではあるものの、やはり、高齢者の方は今までの

生活習慣というものの変容とか変更がなかなか難し

くて、こちらは市、先ほども言いましたＬＩＮＥで

プッシュしたり同報無線で今も熱中症アラートをお

知らせしていると思うんですけれども、なかなか実

感がないといいますか、自分事に捉えない方も多く、

その結果、搬送者が増えてしまったり、熱中症で運

ばれる方もなかなか減らないという現状があるのか

なと思っています。そこで、私は誰が言ったら一番

響くかと考えたときに、やっぱり、お医者さんがエ

アコンをつけてくださいねと言うのが一番響くんじ

ゃないかなと思っています。その理由としまして、

私が病院で働いていましたときに、看護師である私

がいろいろこう言っても、まあまあまあと言われる

ことが多いんですけれども、先生にちょっと言って

もらいますねといって先生が行くと、患者さんは分

かったって言ってたよということで、すぐに先生が

言うと患者さんはうんと言うわけですね。ですので、

やはり、先ほど連携していくよというところで、ケ

アマネジャーさんとか地域包括支援センターとかと

いうところにもちろん協力は依頼できると思うんで

すけれども、できれば医師会のほうにお伝えしてい

ただいたり、病院さんですね、クリニックさんや湖

西市内でいくと湖西病院、浜名病院さん、先生が一

言、これだけ暑いのに何でエアコンつけてないの、

エアコンつけないと駄目だよって言うだけで、高齢
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者の方の行動変容というのは多分大きく変化するの

ではないかなと思っております。もちろん今普通に

クリニックに通っていらっしゃる方、先生に通って

いらっしゃる方、先生のほうからこれだけ暑いから

エアコンつけてねっていうのは言っているとは思う

んですけれども、その一言をちょっと強化してもら

うというだけでも大きく変わってくるんじゃないか

なと思っていますので、行政のほうから少し医療関

係のお医者さんにちょっと一言言ってもらえません

かというふうに周知するということはできるのかを

聞きたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 相曽議員の御提案のとおり、高齢者の方はなかな

か家族の言うことは聞かない。だけど、お医者さん、

先生の言うことはよく聞くということはほかの方か

らも聞いております。ですので、今、湖西地区の医

療関係と連携協定を結んで、メディネットを今開催

をしておりますので、そういった中で注意喚起、呼

びかけていただけるように依頼をしたりですとか、

各医療機関に通知をして、患者さんに一言一言冷房

を使用するように熱中症対策をしてくださいという

案内をするよう文書でお願いしたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 相曽議員。 

○１番（相曽桃子） ありがとうございます。 

 今、湖西病院のほうでも総合診療医として今いろ

いろ打ち出している中で、これまであまり往診はし

なかったんですけれども、往診できる体制のほうも

整ってきているかなと思いますので、やはり生活環

境を見ないと患者さんに指導というのはなかなかで

きなかったり、利用者さんの指導というところもつ

ながってこないし、やはり、病院で話したり施設で

話したりするというところは実感がなかったりする

ものですから、地域に出ていく幅が広がって、それ

がまた看護師とか介護士ではなくて医師も外に広が

っていくことで、利用者さんなり使われる高齢者の

方々は自分事に捉えて行動変容につながっていくん

じゃないかなと思っておりますので、今後とも連携

のほうを強化していただいて、一人でも、エアコン

環境があるのであれば使ってもらうというところで、

まずあるものを使うというふうにしていきたいです

し、実際に今訪問看護の看護師さんからも、なかな

か経済的に使うのが難しかったりするというのも声

は聞いておりまして、どうしたらいいのかなという

ふうに悩んでらっしゃる現場の方もいらっしゃいま

すので、声を拾っていただいて、できることからや

っていただきたいなと思っております。 

 以上で、私の一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、１番 相曽桃子議員

の一般質問を終わります。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。再開は

11時５分とさせていただきます。 

午前10時52分 休憩 

───────────────── 

午前11時05分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 次に、13番 佐原佳美議員の発言を許します。 

 それでは、13番 佐原佳美議員。 

  〔13番 佐原佳美登壇〕 

○13番（佐原佳美） 13番 佐原佳美でございます。

通告に従いまして、２題質問をさせていただきます。 

 まず、主題１です。介護予防・日常生活支援総合

事業の実施方法の見直しについてです。 

 質問しようとする背景や経緯は、私は、昨年の９

月定例会と本年３月定例会で福祉教育委員会に付託

されました、介護保険事業特別会計の令和５年度歳

入歳出決算認定と令和７年度予算の審査報告を委員

長として行いました。そこで取り上げた共通の審査

項目は、「介護予防・日常生活支援総合事業」の費

用でした。 

 それは、湖西市の介護予防・生活支援サービス事

業が多くの市民を対象に実施されていたため、その

事業費が国の定める上限を大きく超過しているので、

対象者の精査と段階的な事業費の削減を国・県・外

部アドバイザーの協力の下で進める。一方で、その

介護予防サービス、既存の高齢者デイサービスを利
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用できなくなった人のためにアメニティプラザで介

護予防教室を令和７年度より開始するという施策の

内容でした。 

 近年、静岡県は健康長寿・健康寿命が全国トップ

クラスで、湖西市の女性は令和４年の静岡県が算定

し公表しているお達者年齢が県下１位、男性は２位

でした。言わば、静岡県が全国一の健康長寿の１位

に近いところの県でありますので、湖西市は全国１

位の元気な高齢者の住む町といっても過言ではない

現状で、これは市の介護予防・日常生活支援総合事

業の効果の表れとして見ることができると思われま

す。 

 この介護予防・日常生活支援総合事業という長い

言葉ですけど、これは要は、介護保険制度ができて

地域包括ケアシステムというのが15年ほど前に随分

叫ばれまして、そのときに介護認定で一番軽い人は

要支援１、一番重い人は要介護５でつくんですけど、

それ以外に自己セルフチェックで自分が体がどこか

虚弱かなというセルフチェックの表が湖西市もいろ

いろな公共施設やウェブに出していまして、そこで

自分が認知機能が衰えているとか、足腰が弱ってい

るとかというと、その人たちは地域でいきいきサロ

ンだとか、あるいは地域の居場所とかへ参加するこ

とによって元気を回復していきましょうという地域

包括ケアシステムが叫ばれたときがあったんですけ

れども、結局それがなかなか軌道に乗らず、既存の

介護保険のデイサービスに多くの人が要支援１にも

つかない軽度な人たちが通っている、その方たちも

抱えていた湖西市の事業ということです。 

 しかし、この間の介護予防事業の実施形態の見直

し、先ほど言った介護認定を受けていない総合事業

の対象者や、認定の結果、要支援１・２がついた方

の従来の介護保険デイサービスやホームヘルパー利

用を週２回から段階的に減らし、令和９年３月で総

合事業対象者や要支援１・２の認定の方のデイサー

ビス利用を終了していく案というのが出ておりまし

て、そこで、当市の高齢者のお達者度は維持できる

のかと危惧していたところ、今年度に入り、高齢者

デイサービスを実施している事業者より、令和９年

度以降の市の実施方法改訂案では、事業所として経

営できなくなる、閉鎖していく事業所が増えていく

というそんな情報がありまして、現場の実情を踏ま

えよりよい制度設計をしてほしいという相談があり

ました。そして、先月８月末には、市内４か所の地

域包括支援センターからも合意書として、湖西市介

護予防・日常生活支援総合事業についての要望とい

うものを私は受け取りまして、利用者や家族の意向

を酌んだ制度の見直しをしてほしい旨を担当課につ

なぎましたので、制度設計の見直しについて伺うも

のです。 

 質問の目的は、高齢者の介護予防効果の表れる事

業実施とサービス提供事業所が継続でき、市の事業

費も国の基準内に収まる三方よしの制度設計を願う

ためです。 

 質問事項に入ります。 

 １、友達がいる・外出の機会が欲しいなどの理由

で専門職の支援が必要でない人が介護保険施設で受

けていた介護予防サービスに代わって、今年度から

アメニティプラザで利用できることになった介護予

防教室の概要と状況をお聞きいたします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。健康福祉部長。 

  〔健康福祉部長 太田康志登壇〕 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 高齢者の介護予防を目的としたデイサービスに代

わる新たな受皿として、令和７年４月からアメニテ

ィプラザで高齢者の運動能力の維持・向上を目的と

した介護予防教室を年間通じて実施しております。

この教室では、健康運動指導士が監修したプログラ

ムを提供し、参加者一人一人の運動能力に応じた指

導を行っております。 

 この介護予防教室は、アメニティプラザの休館日

である木曜日を除く平日にストレッチやエクササイ

ズ、脳トレなどの多彩なプログラムが行われ、さら

に、無料巡回バスによる送迎サービスも提供するこ

とで地域の高齢者が参加しやすい環境を整えており

ます。 

 参加状況といたしましては、第一四半期の参加人

数、これは延べ人数になりますが、４月は384名、

５月は487名、６月は577名となっており、広報紙で
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の掲載効果もあって月を追うごとに参加者数が増加

している状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。今、

アメニティプラザの介護予防教室メニューという、

ちょっと字が小さいんですけど、高齢者はこれでよ

く見れてるなというんですけど、ちょっと健康福祉

部に行ってもらってきたアメニティのメニューなん

ですけど、ここを見ますと曜日と時間帯によって足

腰の強化とか脳トレとか見出しがあって、送迎バス

の時刻表もついていて大変親切に書いてあって、そ

れを今健康運動指導士という人が監修したというと

ころがあるんですけれども、このちょっと３点、健

康運動指導士という、リハビリの先生とかというと

何となくなじみがあるんですけど、この方について

のことを３つお聞きしたいんですけど、まず、健康

運動指導士という方が全てのこの脳トレも身体のほ

うも見るということでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 健康運動指導士でございますが、今回の介護予防

教室におきましては、プログラムの監修をお願いし

ているものでございまして、実際の指導には当たっ

ておりません。現在、教室の指導に当たっている方、

インストラクターといいますが、その方は４名いら

っしゃいますが、４名ともこの資格を持っている方

ではございません。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。また、

この健康運動指導士というのはどういう養成課程で

資格を取得できる方なんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 この健康運動指導士、この資格は民間資格になり

ます。一般的には、この資格を取得する要件としま

しては、大学や専門学校において体育ですとか保健

学、それから健康科学などの専門的な学問・学科を

履修されていることですとか、ある一定の期間、運

動指導における実務期間を有していることとか、あ

と看護師とか医師とか、そういった資格を持ってい

る方、こういった要件を満たす、いずれかの要件で

構わないのですが、そういった要件を満たす方がこ

の資格を取得できるということになっております。 

 資格取得までの流れになりますけれども、受けよ

うとした場合、指定された研修がございます。運動

生理学とか運動機能評価、運動技術、健康管理方法

などの約２週間の研修を受講した後に筆記試験・実

技試験に合格して初めてこの資格が取得できるとい

うものになっております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。お

医者さんや看護師さんも研修は受けないと駄目とい

うことですか。免許を持っていればいいということ

ではないということでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 医師ですとか看護師の資格を持っていても研修を

受ける必要がございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） ありがとうございます。では、

この健康運動指導士の方は直接このアメニティの教

室では指導されずに、トレーニングの個々の監修を

しているということなんですけど、何人の利用者を

現地ではインストラクターさんは見ていらっしゃる

のでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 今回の教室では、１つのプログラムにつきまして

最大で22名の参加者を受け入れるようにしておりま

す。そのプログラム１つにつき１人のインストラク

ターを配置しているという状況でございます。この

第一四半期の状況を見ますと、少ないプログラムで

は参加者は３人ほどで、多いところではマックスの

22人が参加しているという状況で、平均しますと、

１つのプログラム当たり約13人の参加者がおられる

ということでございますので、約13人に１人の割合

でインストラクターを配置しているということにな
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ります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） よく分かりました。ありがと

うございます。 

 では、質問２に行きます。 

 質問１の友達がいる・外出の機会が欲しいなどの

理由で、質問１で言いました、その理由で介護保険

のデイサービスを利用していた方を精査して、アメ

ニティプラザの介護予防教室に移行していっていた

だいたということなんですけど、その方たちの人数

はどのくらいなのでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 介護認定を受けずに介護サービスを利用されてい

る方、いわゆる事業対象者と言われる方ですけれど

も、こちらが約200名程度いらっしゃいます。今回

新たにスタートしました介護予防教室は、予約なし

で自由に参加できる形式でありますので、総合事業

のデイサービスを利用されていた方が介護予防教室

に移行した人数というものは正確に把握することが

難しい状況でございます。ただ、インストラクター

の見立てによりますと、軽度のフレイルに該当する

参加者も一定数おり、これまでデイサービスを利用

されていた方々がこの介護予防教室に移行している

可能性は高いというふうに考えております。今後は、

事業の効果を検証するためにも、参加者の負担とな

らない範囲で実態の把握に努めてまいりたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。

200名の方がこれまで一般的な高齢者のデイサービ

スからこちらに移行していかなければ、湖西市の介

護保険のお金が国の基準よりオーバーしちゃってい

るからというちょっとね、そういうことで移行して

もらっている方たちがいらっしゃるという現実です

ね。 

 では、次の質問に行かせていただきます。 

 アメニティプラザへ移った方々は、それまでのデ

イサービス利用時と変わらない介護予防効果を得ら

れて、満足度も同じなのかお聞きします。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 アメニティプラザの教室では、健康運動指導士が

監修した運動プログラムを提供し、参加者一人一人

の身体状況や体力レベルに合わせて運動能力の維

持・向上を目的としたプログラムとなっております。

そのため、デイサービス利用時と同等以上の介護予

防効果が得られていると見込んでおります。 

 参加者が安心して参加できるようにインストラク

ターが個々の参加者の状況に応じた指導を行ってお

り、教室に参加されている方々の中にリピート参加

が多く見られるということから満足度は高いと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。要は、

先ほどお聞きしたように、約200名の方がこれまで

通っていたデイサービスを卒業して移行していくわ

けですけれども、やはり、ちょっと正確な状況把握

はされてないようですけど、先ほどの質問２にもあ

ったように実態把握に努めますということですけど、

その後についてケアマネジャーさんなど地域包括の

情報収集はして、まだ最終令和９年からの新スター

ト、改定スタートになるので、そこは生かしてもら

いたいんですけど、今アメニティプラザの運動はデ

イサービスの利用時と同等以上の介護予防効果が得

られているというすごいお話もありましたが、実際

に私がお聞きしたところによると、そこに通われて

いる方が先生きついよって指導員に伝えたら、じゃ

あ、休んでてくださいって言われたという、私は運

動して来ているのに私は休んでてって言われても、

一人一人に合ったメニューではないなと思ったとい

うちょっと苦情を聞いたわけですけれども、やはり

お元気な方、介護認定を受けてない方というのは、

それは千差万別だと思うので、なかなか一人一人の

メニューというのを監修してもらっているとは言い

ながらも実際は大変だなと思っています。ですが、

そういうような声も把握して、新たな制度改定に生
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かしてもらえたらと思います。 

 では、次の４番に行きます。 

 介護予防・日常生活支援総合事業において、段階

的に事業費を削減する中で、サービス提供事業所の

持続性を確保した制度設計についての進捗状況をお

伺いします。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合

事業における従前相当サービスの利用については、

限られた財源の中で安定かつ有効なサービス提供が

求められています。 

 持続可能なサービスとするため、令和７年度から

利用回数を段階的に縮小し、令和８年度末をもって

従前相当の通所型サービスを終了するという基本方

針は変わりませんが、一律に終了するのではなく、

対象者の状況に応じて終了時期を調整したり、総合

事業全体として生活機能の回復を重視したサービス

内容にする方向で検討しているところでございます。 

 市としましては、それぞれの事業所の御意見を丁

寧にお聞きし、サービス利用者、サービス提供事業

者、そして保険者である本市の三者が共に合意し、

三者にとってメリットのあるバランスの取れた制度

設計を進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。今ち

ょっと朗報というかね、一部思えたのは、一律に令

和８年度末、令和９年３月をもって総合事業対象者、

介護認定を受けてない方たちとか、あるいは認定の

軽い要支援１・２の方たちに従前型のデイサービス

から卒業させるということではなくて、利用者の状

況で延長したり継続もあり、総合事業全体としては

機能回復というかリハビリ的なところですかね、そ

こを重視したサービス内容でいく方向で検討したい

ということも初めてお聞きしましたので、よろしく

お願いいたします。 

 そして、後から通告書にはなかった、４つの市内

の地域包括支援センターのケアマネジャーさんたち

からの託された要望書を部長に届けましたが、要望

書の冒頭に最初に述べられていたのは、ケアマネジ

ャーから地域の今回非該当になっていく200名余り

の方たちにこの制度改定を説明するのではなくて、

市から御家族や本人にサービスの内容が変わるとい

う説明をしっかりしてほしいというものでした。現

在、市からは文書の一枚も発信されてなく、地域包

括支援センターのケアマネジャーが孤軍奮闘して、

やめてくださいというちょっと嫌なお願いをしてい

るところですね。また、フレイルという虚弱な介護

予防が必要な方たちだけでなく、介護保険制度その

ものの説明なども解説してほしいというのもありま

した。介護保険制度がスタートして25年たってます

けど、まだまだその年齢に達する人は毎年生まれて

きているわけで、その方たちにとっては初めてのこ

と、専門職の人たちにとってはもう25年もたってい

ますけど、該当する年齢の方は初めて遭遇する、そ

ういう介護保険を利用する状況になられた方たちへ

の説明というのも都度、スタート時だけでなくやっ

ていってほしいというのも地域包括支援センターか

らの要望書にありましたけど、これらはいかがでし

ょうか。 

○議長（神谷里枝） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（太田康志） お答えいたします。 

 先日、私も受け取らせていただきました包括支援

センターの要望書の中で、今、佐原議員から２点の

御指摘があったかと思いますが、まず１点目の制度

改正時の利用者への説明は、ケアマネジャーではな

くて行政から説明するようにお願いしたいという件

でございますが、まさにそのとおりであると思って

おります。特に制度改正で利用者や事業者に大きく

影響するような制度改正においては、やはり、行政

が責任を持って丁寧かつ親切に説明することが重要

だなというふうに思っております。今後につきまし

ては、ケアマネジャーの負担軽減も考慮しながら、

行政側が説明を行う方向で改善をしていきたいとい

うふうに思っております。 

 それから、もう一つの説明会を通じて適切なサー

ビス利用を促す取組の検討についてということでご

ざいますが、やはり広報やウェブでの発信だけでは

なく、出前講座等を利用して地域に直接足を運んで、
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介護保険に対する市民の理解を深めることが大切だ

と思っております。今後こうした取組について前向

きに検討して、実施に向けて努力してまいりたいと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。ぜひ

ともよろしくお願いいたします。デイサービス事業

者や地域包括支援センターからの要望書には当事者

の声も入っております。高齢者福祉課のみならず、

高齢者に関係する部署と連携して、フレイル予防・

介護予防対策の構築をよろしくお願いいたします。

200人の利用者さんが事業所から減ってしまったら、

本当に経営という観点からは大変なことだと思うし、

ただでさえも介護人材が不足しているところに利用

者さんがいなければ職員もカットしなければならな

いという、一度カットした者はまた呼び戻せないと

かね、いろいろな状況が書かれておりました。ぜひ

ともよろしくお願いいたします。 

 では、主題１は終わります。 

 では、主題２のほうに移らせていただきます。 

 まず、冒頭で議長や副議長から御挨拶がありまし

た台風15号による、特に静岡県内では牧之原市や吉

田町におかれまして被災されました方々にお見舞い

申し上げます。 

 私の主題２は、官民連携の防災から復興までの体

制構築についてです。 

 質問しようとする背景や経緯は、今年の夏７月30

日にロシア・カムチャッカ半島沖を震源とする地震

が発生し、県内にも東日本大震災以来の津波警報が

発表されました。当市では、すぐに新居地域センタ

ーと白須賀中学校体育館の２か所に避難場所を開設

し、夕方には交通網が停止する中で帰宅困難者のた

めに３か所の受入れ施設を開設しました。 

 私は当日、仕事で市役所に午前９時前に到着して

おり、地元自治会の動きなどの把握はできませんで

したが、避難所に指定されていない高台の公共施設

に沿岸部の住民が自主的に避難してきたことを聞き

ました。 

 後日、新所自治会内で聞いた声では、同報無線や

防災ホットメールでは津波注意報から警報に変わっ

たことを知り、避難所開設も知ったが、一人暮らし

のため誰にも相談できず、車で東小学校に避難した。

もう１件の子供さん連れの家族も来ていたという、

もっと具体的にどう行動するべきか教えてほしかっ

たというお声でした。 

 当日は、２か所の津波避難場所に加えて、市民が

自ら判断して避難した施設が幾つかあったのではな

いかと聞いてもおりますし、推察もしております。 

 市の開設した避難場所以外で避難者を受け入れた

公共施設や民間事業所などを把握して状況を聞き、

今後、より現実に即した避難場所の開設ができるよ

うに自治会以外の民間事業所などとも協働で準備し

てほしいと思いました。 

 ８月初旬の新聞報道で、浜松市内の企業やＮＰＯ

法人でつくる災害支援団体「はままつナネット」が、

浜松市と浜松市社会福祉協議会、浜松商工会議所と

連携し災害対策ネットワークの構築を目指すプロジ

ェクトを開始したと、さきに今述べました私と同じ

思い、民間と市との協働の取組という報道がありま

した。 

 さらに、中旬には、共同通信社が全国の市区町村

に実施した避難所の準備状況に関するアンケートで、

トイレ数について49％が「政府が示す基準を満たし

ていない」と答え、県内では、当市を含めた31％が

満たしていないとの報道でした。 

 避難所の整備については、令和６年度の新地方創

生交付金に地域防災緊急整備型が創設され、快適な

トイレ環境や入浴設備、プライバシー保護などに補

助が出ることが示されました。トイレカー、トイレ

トレーラーとかシャワーというものが整備されたも

のだと補助率は２分の１、市区町村へは上限4,000

万円の交付があるという、そんなものも昨年末発信

されております。 

 当市と災害時相互応援協定を締結している長野県

木曽町では、この交付金を活用し、太陽光や蓄電池

で発電した水を循環させて繰り返し利用する「自己

処理型水洗トイレ」搭載のトイレトレーラーを今年

中に導入する方針との記事がありました。 

 市は、前述の市民の避難行動や高齢者の声などを
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踏まえて、７月30日の対応を検証したと思われます。

その結果を基に、官民連携で防災・減災対策、避難

時のタイムライン、避難所開設時の準備、復旧まで

のシミュレーションをつくり、市民に分かりやすく

公表すべきだと考えます。 

 質問の目的は、各種災害に対する事前防災から発

災時の情報共有、避難生活に必要な資機材の整備等

を官民連携して取り組み、市民生活が早期に復旧で

きる体制を構築してほしいというものです。 

 では、質問に入らせていただきます。 

 １番、７月30日の津波警報により各所に避難した

それぞれの人数を教えてください。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えをさせていただ

く前に、先ほどからお話をいただいております先日

の台風についてだけ少し触れさせていただきたいと

思います。 

 牧之原市、吉田町ではかなり大きい被害を受けら

れておりますが、この両被災地の一日も早い復興・

復旧をお祈り申し上げるとともに、湖西市もできる

限りのことはしたいなというふうには考えておりま

す。 

 湖西市のほうでは大きな被害はございませんでし

たが、明けて９月６日、土曜日に市長のほうから現

地のほうでブルーシートが大量に必要であるから、

もしかしたら応援要請があるかもしれないというこ

とで御指示をいただきましたので、危機管理課のほ

うで市のほうで在庫で持っておりますブルーシート

の数量確認であったりとか、発送する場合の運搬の

ための人員であったり車両の手配というものを準備

を行いました。幸いにも、ブルーシート自体につき

ましては周辺市で対応ができたということで、当市

のほうには搬送の依頼等はございませんでしたが、

明けて週明けから、県のほうから被害認定であった

りとか、それから避難所支援のための職員を派遣し

ていただけないかということで調査依頼がございま

した。こちらにつきましては、副市長のほうからも

積極的に市の職員派遣にエントリーをするようにと

いうことで御指示をいただいておりましたので、税

務課をはじめとしました各課のほうへ案内を出した

り、それから、特に資格の必要のないような部門に

つきましては手挙げを職員のほうに求めたりしまし

たところ、総勢で現在のところ６名の者がそのエン

トリーに加わるということで、県のほうへは６名市

のほうから派遣できますということで御返事をする

予定となっております。県のほうで調整いたします

ので、６名全てが被災地のほうへ応援で行くという

ことにはならないかとは思いますけれども、こうし

た積極的な職員の災害対応の姿勢につきましては、

危機管理監として非常に心強く感じた次第でござい

ます。以上につきましては、台風の報告を短くさせ

ていただきました。 

 続きまして、佐原議員の御質問に対しまして答弁

をさせていただきます。 

 ７月30日に気象庁より発表されました津波警報で

は、一時避難場所として新居地域センター、それか

ら白須賀中学校の２か所を臨時開設をいたしました。 

 避難者数は、新居地域センターで50人、白須賀中

学校14人、合計64名でございます。 

 また、開設した２か所の施設以外にも、新居小学

校に140人、浜名特別支援学校に６人、鷲津小学校

に11人、新居中学校に42人、新居高校に58人、住吉

地区の命山に11人、そのほか民間の津波避難施設２

か所に29人、合計いたしまして297人の方が自主的

に避難をされたというふうに報告を受けております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。本当

に自主的に判断して行動できている市民が多くて、

これまでの各種啓発の効果もあったのかなというふ

うにも思いますが、まだまだ地域の人たちの思いの

中には最初に述べたように、もっと具体的に指示し

てほしいとかというのがあるんですけど、本来は自

分の家族や地域で考えてどうしましょうというので

すけれども、今回のように実際に本当に揺れがあっ

たわけではなくて、遠いところでの津波が来るかも

というか、今まで経験したことのない、訓練したこ

とのないような想定でもあったので迷った方がいま

したが、特に大きな被害がなくてよかったなとは思

っております。 
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 では、２番に行きます。 

 津波警報発表に伴う広報の内容や広報方法の課題

は。今ちょっと申し上げたことです。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 本市では、市民への情報伝達手段といたしまして

は、同報無線、それから防災ほっとメール、ＳＮＳ

などを手段として使用しております。 

 今回、津波警報が発表された際の対応では、先ほ

ど議員もおっしゃられましたが、地震の揺れを伴わ

ない遠地津波でありまして時間的に余裕があったこ

と、また、津波警報の基準では予想される最大の津

波高が３メートルとされておりますことから、既存

の防潮堤で防ぐことが可能であるとの考えから、避

難指示は発令しませんでした。 

 そのような状況におきまして、広報の内容や方法

につきましては、適切に行うことができたのではな

いかと認識はしておりますが、今回のように、揺れ

を伴わない遠地で発生した地震による津波の場合、

災害のリスクが市民の皆様に分かりにくく避難の判

断に迷った方がおられたことは課題だというふうに

認識をしております。 

 大規模災害が発生しました場合には、同報無線や

防災ほっとメールなどにより避難に関する情報を発

信しますので、できるだけ速やかに避難行動を取っ

ていただくとともに、揺れたら逃げるという意識を

持っていただくよう、適切な情報伝達を行うことが

重要だと感じております。そのためにも、今後ます

ます情報提供や訓練を重ねてまいりたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 今、御答弁の中で、津波の予

想高が３メートルだから避難指示は出さなかったと

いうことですが、じゃあ、今の防潮堤では何メート

ルまで対応できる予定というかね、今切口が切れて

はいるんですけれども、そこが心配ではありますけ

れども、想定というか、自分たちの判断としては今

のレベル１というかね、最大級でない場合には何メ

ートルまで今の防潮堤でよいというお考えでしょう

か。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 揺れを伴わない遠地津波の場合におきましては、

現在の県に整備していただきました防潮堤につきま

しては、高さ８メートルを備えておりますので、こ

れにつきましてはＬ１であります７メートルの津波

までは耐えれるというふうに考えております。ただ

し、この場合、揺れを伴う場合につきましては、そ

の地震動によりまして堤防等が破壊される可能性も

ありますので、地震動が大きな揺れがあった場合に

つきましては、大きい小さいにかかわらずすぐに逃

げていただくことが重要であるかなというふうには

考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） そうですね、本当に大きな揺

れがあったら、同報無線の在り方がどうだとか、こ

うだとか言う前に無線すら発信できないという状況

もあり得るということも市民としては承知してなけ

ればいけないと今分かりました。 

 では、とにかく発災時、市民や湖西に仕事や何か

でお見えになっている滞在者個々に適切な情報を届

けるという、広報は多くの想定を考えてマニュアル

化しなければならないし、今言われたように発信す

らできないかもしれないという想定もあるわけです

けれども、やはり、それらも想定して、日頃から市

民への広報や対策を講じていただきたいと思ってお

ります。 

 今回、同報無線では、よく避難訓練のときに外国

語で放送されたのは3.11なんかは覚えがあるんです

けれども、あるお聞きした外国籍の方がコーちゃん

バスを１時間以上待っていたと。やはり、この地震

に伴って移動しようと思って。よくよくウェブサイ

トを見ればちゃんと外国語で掲載されていたらしい

んですけれども、やはり、その方法を知らない方た

ちというのがすごくその場に留まって大変な思いを

したというお話もあるんですけれども、今回は外国

語の放送はしたんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 
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○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 最初のＪ－ＡＬＥＲＴの放送があったときには放

送したというふうに聞いてはおります。すみません、

自分もそこまではきちんと確認はできておりません

が、最初の一報については放送されたのではないか

というふうに考えております。ただ、二報目以降の

市のほうで津波高のお話であったりとか、いろいろ

な情報につきましては、日本語での放送しかしてお

りませんでしたので、その点につきましては今後何

らかの対応が必要になるのではないかなというよう

には考えております。 

 ただ、一方で、先ほど議員のほうもおっしゃられ

ましたけれども、災害の情報というのは基本的には

発信する側も重要なんですが、出ている情報を自分

で取りにいくということがやっぱり非常に重要にな

ってくるのではないかというふうにいつも考えてお

ります。したがいまして、それは日本人の方であっ

ても外国人の方でも同じですけれども、情報の取り

にいき方については、特に災害になじみのない外国

籍の方につきましては、今、国際交流協会とそれか

ら市のほうでもタイアップしていろいろ外国人向け

の研修等もやっておりますけれども、そういうもの

を通じて情報の取り方やなんかも説明をして周知で

きるようにしていきたいなというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございます。先ほ

どコーちゃんバスの話が出たのは、当日は新居方面

へのコーちゃんバスは運休しますよという放送があ

ったのか、何か私はウェブで読んだんですね。だけ

れども、その方たちはそれが分らなくてコーちゃん

バスをずっと待ってた。だけれども、外国語といっ

ても何か国語もあるものですから、なかなかそこは

大変なんですけれども、本当に国際交流とか外国籍

の方たちと通じる団体とも連携を取ってお願いした

いなと思いました。 

 では、３番に行かせていただきます。 

 政府などから発出される対策や今回の津波警報発

表時などの課題を解決して具現化するためには、さ

っき背景と経緯で申し上げましたように、浜松市の

ような官民連携を強化した体制で対処すべきではな

いかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 議員のおっしゃるような体制の構築につきまして

は、大変有益であるというように考えております。 

 本市におきましても、官民連携を図る取組を進め

ておりまして、本年度には、市内企業と災害時の地

域住民への避難場所の提供や電力の供給などで連携

するよう、防災活動協力に関する協定書を市内企業

と締結しております。今年におきましては、この協

定に基づきまして、直近では市内企業から災害時要

配慮者向けの備蓄品の保管場所を御提供いただいた

など、こちらにつきましては新聞報道などでも皆様

御存じかと思われます。 

 また、自治会におきましても、地元の民間企業と

独自に協定を結びまして、地域住民の安全確保に向

けた備えを進めている事例がございます。 

 こうした地域レベルでの取組も、本市の防災力を

高める上で大変心強いものであると認識しておりま

す。 

 今後も、様々な課題解決に向けて連携を図る取組

を進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。も

う随分前ですけれども、私が一般質問させていただ

きまして、静岡県の助産師会との災害時の妊産婦や

新生児への支援の協力協定を結んでいただいたり、

液体ミルクの保存を一生懸命お願いしたんですけれ

ども、半年か１年しか消費期限がないというところ

で、大手ドラッグストアから被災時には協力協定を

しておいて、そこから調達できるようにとか、数多

くの本当に新聞でいつもいろいろな報道をしていた

だくように、今回もそうですけど民間との協力関係

は、締結協定は締結している数はすごく多くあると

いうことは承知しておりますが、予防から防災・減

災という予防から復興までの計画を共につくり上げ

ていくというね、浜松市のような、この体制の構築
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を私は依頼したいなということを聞いております。 

 それで、昨日の新聞に被災後のまちづくりを迅速

に進める事前復興計画を含めた防災都市づくり計画

の素案を浜松市は８日に示したとありました。事前

復興計画は湖西市は作成されているのでしょうか。

この段階ほど民間事業者と自治会等と行政でつくり

上げていかなければいけないと思うんですけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 都市整備部長。 

○都市整備部長（匂坂隆拡） 都市整備部のほうか

らお答えをさせていただきます。 

 市街地が甚大な被害を受けた場合には、速やかに

町の復興に向けた取組に取りかかることが求められ

ます。そのための準備として、あらかじめ被害の状

況や規模を想定した上で、地域の皆様を交えながら

復興に向けたまちづくりの基本方針や都市計画策定

のプロセス、体制などを定める事前都市復興計画を

作成しておくことが重要であると考えております。 

 本市では、この事前都市復興計画は現状未策定と

いうことでございますけれども、市及び県の地震・

津波対策アクションプログラム2023におきまして、

令和14年度までの計画策定を目標に掲げているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。よ

ろしくお願いします。本当に瓦礫の置き場所とかね、

そういうのも本当に確保が必要だと思っております。 

 では、４番目の質問をさせていただきます。 

 避難所の備えとして政府が示すトイレ設置基準、

発災直後に50人に１基のトイレ、発災中期に20人に

１基という、それとかスフィア基準、推奨男女比３

対１ですけど、これは３対１というのは男女と書く

と男性が３で女性が１かと、これは逆でして、女性

が男性の３倍のトイレの数が必要だというスフィア

基準などの一助となる自己処理型水洗トイレ搭載の

トイレカーなどを木曽町と同様に国の交付金を活用

して導入していくのはいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 すみません、その前に先ほどの私の答弁の訂正を

させていただきたく存じます。 

 先ほどＪ－ＡＬＥＲＴでの放送で外国語でも放送

したのではないかというふうに私が答弁をさせてい

ただきましたけれども、すみません、これは誤りで

して、Ｊ－ＡＬＥＲＴでも外国語の放送は今回いた

しておりません。以上、訂正をさせていただきます。

申し訳ございませんでした。 

 それでは、今回の御質問に対しまして答弁をさせ

ていただきます。 

 昨年度の９月の定例会でも御質問いただきました

が、本市においても移動式トイレカー等の有用性に

つきましては十分認識をしております。 

 しかしながら、導入に当たっては、保管場所の確

保や維持管理の方法など運用面での課題があるため、

現時点では、それらの課題につきまして研究を進め

ているところであります。 

 今後も、既に移動式トイレカーを活用している自

治体の事例を調査しながら、本市における導入の可

能性について研究を続けてまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） ありがとうございました。国

土交通省や内閣府防災は、2026年度予算の概算要求

に南海トラフ巨大地震などを見据えて災害対応力を

強化・充実する事業を盛り込むとして、2,479億円、

2025年度比26％増を計上したと８月の新聞で報道さ

れておりました。国際基準のスフィア基準に沿った

避難所の開設訓練に新たに１億円を盛ったともあり

ました。 

 質問する背景と経緯で述べましたが、８月18日の

新聞報道では、避難所に準備すべき政府が示すトイ

レ数の基準を満たしていない、静岡県下の市町とし

て当市は名前を公表され、今後満たす予定だが時期

のめどは立っていないと回答した７市町の中にも湖

西市がありました。トイレカーやトレーラーの導入

は検討する、研究するという御答弁で、懇談した際

にも、後になればなるほど良い製品が出てくるとい

うのも事実かなとは思ってますし、能登半島では、
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最初の頃にありましたトイレカーは行ったところで

給水もしなくてはいけない、バキュームカーでの抜

去もしなくてはいけない。ところが、この木曽町が

入れるものは、水は一旦搭載していけば現地で確保

する必要もない、バキュームカーで取る必要もない

という、こういう優れものがどんどん出てくるわけ

ですよね。それの意味も分かりますが、ただ、避難

生活で一番心配とされるトイレの基準を湖西市は満

たしていないと公表され、共同通信のアンケートに

は、いつ政府の示す基準に満たせれるか、めども立

っていないという、こんな書かれっ放しでよろしい

のでしょうか、市長、いかがでしょう。 

○議長（神谷里枝） 市長。 

○市長（田内浩之） 佐原議員、御質問ありがとう

ございます。災害時の仮設トイレが不足していると

いうのは十分認識をしているところでございます。

今年度も取らせていただいた予算を使って、32基の

仮設トイレの今購入の準備をしているところです。

ただ、それを購入してもまだまだ足りていないとい

う認識でございます。ただ、やはり優先順位という

ものを考えたときに、同じ災害ですと、今、避難所

である学校の体育館ですとか武道館へのエアコン設

置というものを最優先して進めようと各部局にも指

示を出したところです。そういう優先順位というも

のを考えると、まずはエアコンを設置をさせていた

だいて、仮設トイレの検討もしていきたいなと今考

えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 佐原議員。 

○13番（佐原佳美） 分かりました。この地域は結

構畑もあったり、穴を掘ってすればいいじゃないか

というね、よくそういう話も巷でありますが、それ

は能登半島とかいろいろなところで聞いた話により

ますと、１年たっても臭いものは臭いということで、

やはり、それは本当にお勧めではないというのも、

そういう派遣された人たちからの言い伝えで聞いて

おりますので、優先順位を次ぐらいに考えて、値段

もエアコンよりは安いかと思いますので、配備のほ

うをよろしくお願いして市民に安心を与えていただ

ければと思います。 

 これで、私の一般質問は終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、13番 佐原佳美議員

の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開を13時とさせ

ていただきます。 

午前11時58分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 次に、６番 加藤治司議員の発言を許します。 

 それでは、６番 加藤治司議員。 

  〔６番 加藤治司登壇〕 

○６番（加藤治司） ６番 加藤治司です。通告に

従いまして、質問します。 

 主題は、上下水道一体化による効果についてです。 

 質問しようとする背景や経緯ですが、令和６年４

月に水道事業が厚生労働省から国土交通省と環境省

に移管され、上下水道一体化の取組が開始されまし

た。目的は、人口減少やインフラの老朽化が進む中

で、災害に強く持続可能な上下水道の機能を維持す

るため、上下水道一体の取組が必要との判断により

ます。それに伴い、湖西市でも、令和７年３月から

水道課の執務場所が市役所から湖西浄化センターに

変わり、４月からは上下水道課に組織変更され、災

害対策の強化や業務の効率化に取り組んでいます。

災害に強い水インフラを整備し、耐震化・早期復旧

手法の構築・代替水源の有効活用等の早期構築を期

待しております。 

 質問の目的ですが、上下水道課が発足し半年にな

りますが、業務の進捗状況を確認します。 

 では、質問の１番に行きます。 

 １問目ですけれども、令和７年度から半年の期間

で、組織変更の目的に沿った成果について、どのよ

うになっているか伺います。また、新たに見つかっ

た課題があれば伺います。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。環境部長。 

  〔環境部長 内藤健作登壇〕 
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○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 上下水道課は今年４月から、業務の効率化・合理

化、施設整備・維持管理・新技術の連携による整備

強化、経営基盤の強化を目的に組織の変更を行いま

した。 

 成果といたしましては、給水装置申請と排水設備

申請の窓口一本化や、技術・会計事務における知見

の共有など、業務の効率化や合理化が進んでおりま

す。 

 一方、新たに見つかった課題につきましては、上

下水道一体化により期待されている、水道管と下水

道管の一体的な整備や更新などは、水道と下水道に

おける計画上のすり合わせや投資計画の関係上、相

互の調整に想定以上の時間を要してしまっているこ

とです。今後におきましても、業務の効率化・合理

化ができるものは進めていき、工事計画等について

すり合わせを行っていくなどにより、上下水道一体

化のメリットを一層発揮できるよう取り組んでまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） ありがとうございました。再

質問の１つ目ですけれども、今回の組織変更の成果

として、業務の効率化が進んだとのことですが、人

員の削減や労務費の削減はいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 人員の削減につきましては、課長が１名、係員が

１名、計２名の削減となりました。一方、人件費に

つきましては、年間で約1,800万円の削減を見込ん

でおります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 統廃合による大きな成果とい

うことで、ありがとうございます。 

 ２つ目の再質問ですけれども、今回の上下水道一

体化は、2024年に水道行政が厚生労働省から国土交

通省へ移管された水道事業は、ただし、水質の事務

は環境省に関連していると思いますが、湖西市への

各省からの影響の有無を伺います。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 議員がおっしゃるとおり、国の管轄のほうが国土

交通省のほうに一本化されたということで、それに

合わせる形で湖西市の上下水道も一本化したという

ことが大きな要因です。 

 また、上下水道に関する施策だとか補助金の関係、

あと監督等一体化されて国からの情報提供のほうも

一本化されましたというところがございます。そう

いったところで効率性の向上が図られているという

ところです。また、災害のときにおいても、国への

連絡体制だとか支援要請、こちらのほうも一本化さ

れましたので、応援体制や給水活動をより迅速に確

実に行えるということが大きな影響として挙げられ

るところであります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） いろいろ情報、ホウレンソウ

等の一本化等でいろいろな効果はこれからだと思い

ますけれども、多くの効果が出るようにお願いしま

す。 

 ２問目へ行きます。 

 水道事業は「湖西市新水道ビジョン 2021～

2030」、下水道事業は「湖西市下水道事業経営戦略 

令和３年度～令和12年度」に基づき事業が推進され

ていますが、上下水道一体化により、計画変更の予

定はあるのか伺います。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 新水道ビジョンにつきましては、現在、中間見直

しのため審議会を開催しており、水道施設の老朽化

対策や施設再編などの計画の見直しを行っています。

下水道の経営戦略につきましては、2023年（令和５

年度）に見直しを行い、改定したところであります。 

 現時点におきましては、いずれの計画も湖西市と

してどのように計画していくかの課題を見つけ出し、

対応についての検討を行い、実行している過程にあ

ります。上下水道一体化の内容の計画につきまして

は、現在見直しを行っております新水道ビジョンは

今回の計画見直しにて反映をさせ、下水道経営戦略
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については、次回の見直しの際に反映していきたい

と考えております。また、水道・下水道の各工事に

て、同時期での施工ができる場合は効率化を図るこ

とができますことから、そのような取組も盛り込ん

でいきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 答弁ありがとうございました。

答弁にありましたように、上下水道の各工事で同時

期化が期待できる場合は効率を図るような計画と取

組をお願いします。また、今回改めて上下水道の事

業計画を確認した中で、重要と思われる施策の進捗

を確認させてください。 

 １つ目ですが、水道関係で新水道ビジョンの基本

施策の中に施設の統廃合・配水区域の再編がありま

すが、支出を削減する効果は年間6,000万円と大き

く予想されて計画されていますので、早期実施の可

能性を伺います。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 新水道ビジョンのロードマップに示されたとおり、

現在、大森の浄水場、あと入出の配水場の施設の利

用を現在停止しております。また、中之郷の配水場

については、北側の配水のタンクですね、そちらを

現在解体工事を行っております。こちらのほうにつ

きましても、施設の縮小について計画どおり進めて

いるところでございます。今後も新水道ビジョンの

ロードマップに基づきまして、総排水システムの適

正化と施設の利用の効率化を図っていって、施設の

統廃合や配水区域の再編を進めていきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 答弁ありがとうございました。

私の住んでいる中之郷でも、あそこの施設が解体さ

れて徐々にコンパクトになっていく経緯を見させて

いただいています。今、全体的に計画的に進めてお

られるという話なもんですから、それが予定どおり、

少しでも早く進むようにお願いしたいと思います。 

 次に、２つ目の再質問ですけれども、下水道費用

の削減対策で新居浄化センターと湖西市衛生プラン

トを湖西浄化センターに統廃合というプランがあり

ますが、効果が大きいと予測されますので、今後の

予定を伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 ただいまおっしゃられた公共下水道処理施設のほ

うが、今、市内のほうに湖西浄化センターと新居浄

化センターの２つございます。それと市の浄化槽汚

泥の処理施設が白須賀のほうに湖西市衛生プラント

として今施設のほうが稼働してございます。その３

つの施設の統廃合につきましては、昨年度統廃合の

可能性調査という調査を実施しまして、技術的な検

証と費用対効果の検証を行っております。この中で

新居の浄化センターと湖西の衛生プラントですね、

この２つを廃止して湖西浄化センターに集約すると

いうシミュレーションを行いました。既存の用地内

で整理が可能であり、あと下水道の管網計画を見直

せば、既存の施設を存続させるよりも統廃合したほ

うが経費を削減できるという結果を得ております。

今後につきまして、そういった結果に基づいて、整

備工事の手法の詳細の検討だとか、あと県をはじめ

とする関係機関と調整を進めていき、あと、さらに

は国の交付金ですね、そちらのほうを有効に獲得を

する調整をしていきたいというふうに考えておりま

すので、現時点におきましては、実施の計画のほう

は策定までは至っていないという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） ありがとうございました。具

体的な計画までは至ってないけれども、可能性とか

効果は大きいと思われるので、今後検討していきた

いという話だと思います。今、２つ再質問をしたん

ですけれども、いろいろ上下水道、特に災害とか老

朽化に併せて、新規の構想でいろいろ災害に強くて

今後費用の削減ができるような内容で検討していた

だいて進めていただきたいと思います。 

 じゃあ、次、３番目に行きます。 

 現在進行中のスマートメーター化（2021～2027）

は、災害に強い水インフラ強化や業務の効率向上に
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どのように寄与するか伺います。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 水道スマートメーター化によりまして、令和６年

度末現在、給水契約中の市内全体の水道メーター約

２万7,000個のうち、約１万1,000個のスマートメー

ターを設置し、市内全体の約４割をスマートメータ

ー化することができました。この取組におきまして

は、検針業務の時間短縮や検針員の確保の解消によ

る経費の削減、宅内の漏水判定の向上が図られてお

ります。また、検針票のショートメッセージサービ

スでのペーパーレス化により、紙の検針票による情

報流出や紛失を防ぐことができるとともに、着実な

情報提供ができ、環境保全や業務効率化が図られて

おります。 

 また、スマートメーターの検針データの利活用と

して、現在は時間帯別料金制度の実証実験や、フレ

イル検知の実証実験を行っております。一方で、災

害に強い水インフラの強化については、今後、検針

データの利活用の中で活用方法の検討を進めてまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） スマートメーターの設置につ

いては、計画書を見ますとね、６億円近い総事業費

が発生予定であります。検針経費の削減や漏水判定

以外にも活用が必要だと考えています。現在、時間

帯別料金制度やフレイルの検知の実証実験を実施し

ているとのことですが、検針データのさらなる有効

利用をお願いしたいところです。そういう芽という

のはありませんか、何か、さらなる有効利用の芽。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 ただいま答弁で申し上げました時間帯別フレイル

とは別に、漏水の判定ですよね。宅内の漏水の判定

はできますが、本管のほうがスマートメーターだと

判定が今のところできないという状況にございます

ので、スマートメーターの状況、使用水量のほうが

逐一データで入手できますので、排水量、要は水を

配水池から出した量に対してスマートメーターで使

った水を相互に比較すればあらかた本管のほうの漏

水とか破損の状況というのも近い将来確認ができる

ようなシステムは構築できるんじゃないかなとは考

えています。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） 答弁ありがとうございました。

今答弁された内容は、特に災害、そういう漏水等が

発生する可能性の強い災害時に有効に活用されると

思いますので、早期の実行ができるような方向でお

願いしたいと思います。 

 次に、４問目、最後ですけれども、上下水道の一

体化の目的は、効率よく災害に強く持続可能な上下

水道の機能を維持することですが、現時点の今後の

構想を、先ほどからも言われてますけれども再度伺

います。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 今後の構想におきましては、さらなる効率化と強

靱なインフラを築くため、水道・下水道の施設の耐

震化や老朽化対策を引き続き強化し、災害に強く安

定した施設の整備や組織体制づくりに努めてまいり

たいと考えております。 

 また、水道メーターなどデジタル技術を活用した

管理体制により、業務の効率化や事業の経営基盤の

強化を図ってまいりたいと考えております。 

 現時点におきましては、まだ課題が多く残ってお

りますが、上下水道一体化のメリットを最大限に発

揮できるよう、以上のことを踏まえ、安全で強靱な

水道・下水道事業を公営企業として推進していける

よう取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 加藤議員。 

○６番（加藤治司） ありがとうございました。い

ろいろ構想はこれからということですけれども、今

回いろいろ水道・下水道の事業の確認をさせていた

だきましたけれども、昨年度に実施された厚生労働

省から国土交通省へ移管された上下水道行政の一体

化の影響は、現時点、現場の地上管理においては大

きな変化はないということは分かりましたけれども、
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今後いろいろ予測されますので、対応をお願いしま

す。 

 また、今回改めて上下水道の事業計画を確認した

結果、いろいろ改善アイテムというかね、改善の方

策は計画の中にあって、それに事業費用が発生する

んですけれども、効果の大きそうな、先ほど言いま

したように、管路をなるべく短縮すれば年間6,000

万円の効果があるとか、あと下水道の経路を大幅に

変更すれば、余分なプラントの運営をなくすとかね、

もっと大きく変えることも、費用はかかりますけれ

ども、それがないと根本的な方向性は変わらないと

思いますので、ぜひそういう何をどういうふうに変

えればこれだけの全体的な効果があるということも

踏まえていただき、今後の上下水道インフラの強化

につなげていただきたいと思います。今回要望です

ので、回答は結構です。 

 以上で終わります。 

○議長（神谷里枝） 以上で、６番 加藤治司議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

 次に、12番 楠 浩幸議員の発言を許します。 

 それでは、12番 楠 浩幸議員。 

  〔12番 楠 浩幸登壇〕 

○12番（楠 浩幸） 12番 楠 浩幸でございます。

改めまして、皆さん、こんにちは。 

 実は、私、先々週末に人生初の新型コロナに罹患

をしてしまいまして、先週１週間お休みをいただき

ましたけれども、完治しておりますので、今日も元

気に一般質問をさせていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 今回のテーマですけれども、通告のとおり湖西市

の補助金・委託事業に関する目的・成果・評価の在

り方についてということで、１題お伺いしてまいり

ます。 

 湖西市では、地域福祉・文化・産業などの多様な

分野で民間団体の皆様、指定管理受託事業者の皆様

と連携をして、地域課題の解決に取り組んでいるも

のと思います。 

 限られた湖西市の財源を最適に生かすためには、

目的・成果・評価を丁寧に整えて、市民に分かりや

すくお示しをしつつ現場の意欲と力を引き出す、こ

れは行政側のコーディネートが重要だなというふう

に今考えているところでございます。とりわけ活動

の長期化や世代交代の局面にあるような団体・委託

先におきましては、行政の伴走支援、ネットワーク

の形成、適切な目標設定が活動の持続可能性と質の

向上に直結するものと考えております。本日は、そ

の観点から一般質問をさせていただきます。 

 １つ目の質問に入りたいと思います。よろしいで

すか。 

 まず、現状の全体像を確認をさせていただきたい

というふうに思っています。 

 令和６年度決算時点で、本市が補助金、指定管理

料等による財政的支援を行った団体、併せて委託契

約を締結した団体の総数と内訳、これは分野別・団

体別種別でお話しいただければ助かります。これら

の整理状況をまずお示しいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。総務部長。 

  〔総務部長 太田英明登壇〕 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 民間団体につきましては、法律や制度上、統一的

な定義はございません。このため、本市におきまし

ては国や県などの公的機関、それから個人及び企業

を除いて、任意団体やＮＰＯ法人等を対象として今

回暫定的に整理、集計をさせていただきました。令

和６年度における補助金の交付は101件、決算額は

８億1,721万円でございます。このうち、民間団体

への補助金は53件、３億4,580万円でございます。 

 また、委託につきましては259件、決算額は36億

6,483万円でございます。そのうち、民間団体に係

るものは54件ございまして、４億3,856万円でござ

います。さらにその委託の中には指定管理がありま

す。これが５件あります。２億4,069万円含まれて

おります。 

 分野別の分類につきましては、市の予算科目ごと

に整理をしております。団体の種別としましては、

ＮＰＯ法人、一般社団法人、自治会等の地縁団体な

ど、多様な主体が含まれております。 
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 分野別のほうだけですね、ちょっと予算の科目ご

とでまとめていますので御報告させていただきます

と、議会費、総務費、そちらについては６件、約

4,100万円です。民生費、衛生費が14件、約6,000万

円、労働費と農林水産業費、商工費で14件、約１億

3,100万円、土木費で３件、約3,400万円、消防費が

４件、約5,600万円、教育、文化とか幼稚園、幼保

などを含めますが12件、約7,500万円で、合計が53

件、３億4,580万円ということでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 今、部長答弁にありましたよ

うに、本当に多くの事業について補助ですとか委託

を行っているなというふうに感じたところでござい

ます。 

 ２つ目の質問のほうに入りますね。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） 今、御案内いただいた団体ご

との事業の目的ですとか、法令や条例にも関わるよ

うなこともあろうかと思います。当然補助金ですと

要綱等もあるかと思いますけれども、その根拠です

ね。それから、事業内容、支援額、契約額はどのよ

うな様式で整理・管理をされているのか伺いたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 補助金につきましては、各所管課のほうで補助要

綱に基づいて、目的や事業内容、それから金額等を

整理・管理をしております。ただ、委託・指定管理

につきましては、契約書又は協定書等により業務内

容や金額などを管理をして、事業報告書等を提出い

ただくことで進捗を把握をしております。さらに庁

内におきましては、決算審査や監査等を通じて、全

体としての妥当性を確認をしているところです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 今御答弁いただいたように、

補助金なんかでは所管課が管理をされているという

ことなんですけれども、全体としてどのようにコン

トロールされているのかというところを伺いたかっ

たんですけれども、基本的には所管部署方で管理を

されているのか、併せて伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 基本的には所管課のほうで管理をしております。

ただ、補助金自己評価シートというものがありまし

て、そちらのほうは予算編成のときに提出をいただ

いて確認をしているというところでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） これは補助金の評価シートに

ついては、これは共通のフォーマットでコントロー

ルをされているということでよろしいですか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） そのとおりでございます。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） そうしたときに、これは全体

で予算決算のときに評価をされるということなんで

すけれども、年度の途中では評価はあるんでしょう

か、どうでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） 年度途中であるというと

ころもあると聞いておりますけれども、そちらにつ

いては所管課のほうで把握をしているというところ

です。財政のほうは、予算編成のときに活用させて

いただいています。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 全体の横串は財政のほうでコ

ントロールをされてるよということなんですけれど

も、何でそもそも今回一般質問を行うかというとこ

ろなんですけれども、やはり、いろいろな団体から、

あそこの団体の補助率ですとか、こちらの団体は同

じような事業をやっているんだけれども、何でこん

なに差があるのかなというようなことをいろいろな

団体から伺うわけなんですね。これが私も回答に困

るわけなんですけれども、今までずっとやられてい

た団体、例えば今年は５％がつっと低減を言われた

んですわと、よそもそうなんですよと、一律にこう

いった低減をかけられるのが是なのかどうなのかと



５９ 

いうところなんですけれども、もう一回、単年でそ

ういった補助ですとか評価をされているのか、それ

とも時系列でちゃんと把握をされているのかという

ところもちょっと伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 先ほど補助金の自己シートということでありまし

たけど、過去３年間の推移を時系列で記載をするよ

うな様式になっておりまして、各団体ごとの支援状

況の変化とか、また傾向というものは把握すること

ができます。ただ予算的に、財政的には先ほど議員

がおっしゃったとおりに、歳入を見込んだときにこ

れ以上はなかなか出せないということで、財政主導

でいった場合には一律５％とか、そういったことが

ありますけれども、毎年度その自己シートによって

それぞれの所管のほうで考えて、そのシートの中で

縮小、拡大とか、見直しというところを考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 今の答弁ですと、全体として

は５％なんだけれども、所管部署内で５％の枠で評

価をしながら各団体に分配をしているというような

考え方でよろしいでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 ちょっとあれですね、財政主導で予算がないとい

うときには、主導で５％一律というようなときがご

ざいましたけれども、今はそういったところの指導

というのは過去にはありましたけど今はやっており

ませんで、シートの中で各所属の所管のほうで各団

体のほうの内容を評価ということでそれぞれ評価を

しているというところだと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 大体現状把握ができましたの

で、２つ目の質問に入りたいと思います。 

 次に、成果の把握と評価の在り方です。今、部長

のほうの答弁でね、各所管部署で各事業ごとに評価

をしているよというようなことなんですけれども、

各団体に対してどのような成果指標、ＫＰＩですと

かアウトカムですね、指標を設定をして、どのよう

な期間で実績報告を求めているのか。ばらばらとい

うような答弁だったんですけれども、１つ例を入れ

ていただければというふうに思います。よろしくお

願いします。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 各団体に対する成果指標は、事業の性質に応じて

所管課のほうで設定をしております。実績報告につ

きましては、通常、年度単位のほうで求めておりま

す。 

 補助金については、事業の目的や性質に応じて所

管課が成果指標や報告期間を定めて、予算執行を行

っております。 

 委託業務につきましては、各契約書において成果

や報告の頻度を定めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） やはり、各団体に対して、年

単位ということは期末で報告を受けて評価をやって

いるということで、その間のプロセスというのは把

握をされないのでしょうか、どうなんですかね。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） 各団体の事業のところに

は、年度の途中にそういったプロセスを聞いている

というようなところもありますが、基本的には年に

一度のさっきの実績の報告のところでというところ

になるかと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） それでは、もう少し掘り下げ

て伺っていこうと思うんですけれども、２の②です

ね。実績と支援額、契約額の妥当性を誰がどの頻度

でどのような基準で評価をしているのか伺いたいと

思います。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 補助金につきましては、補助金等の見直しガイド

ラインに基づきまして、所管課が自己評価を行って
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おります。評価は、補助金・交付金自己評価シート

を用いて実施をし、その結果を予算編成上の資料と

して活用して次年度の予算に反映をするという仕組

みでおります。評価は年に１回、予算要求時に実施

をしております。委託契約につきましては、業務委

託自己評価により各所管課のほうで自己評価を行い、

その内容を予算に反映するとともに、契約手続の中

で契約額の妥当性を担保をしております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 一番最後のところが肝腎なの

で、契約額の妥当性ですよね。それは内容によって

当然工数がかかったりですとか、原価がかかったり

だとかというふうな査定もあろうかと思うんですけ

れども、その妥当性は各担当部署の担当者がその評

価を行っているということなんですか、どうですか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 こちらについては委託業務のほうになるものです

から、そちらについては回数であるとか、金額であ

るとか、その妥当性についてはそれぞれの所管課の

ほうで参考にしながらつくっておりますので、契約

の業務によって委託については異なるものですから、

その内容にして仕様をまとめて、その業務の契約額

としてまとめて、内容については所管課のほうで妥

当性のほうを担保しているというところです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 当然、年度契約で契約をされ

ると思うんですけれども、前年度の評価を基準にし

てまたコストダウンですとか、妥当性なんかを検討

されるかと思うんですけれども、その評価シートと

いうのは各事業によって異なるのか、補助金のほう

は大体共通の評価シートというふうに伺ったんです

けれども、委託契約の場合の評価というのはどうい

うふうにやられているんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 委託契約についても自己評価シートがございまし

て、そちらのほうでシートによって内容を確認をす

る。目的とか効果とか、そういったところで確認を

しております。また、他市町の状況なんかも参考に

しながら、事業のほうの改善を入れたり、中では縮

小していくような委託業務というのもありますので、

その中で所管課のほうで判断をしているというとこ

ろです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） おおむね理解ができました。 

 ３つ目の質問のほうに入っていきたいと思います。 

 今、部長のほうで評価シートについて御案内があ

ったんですけれども、その評価結果に基づく減額で

すとか増額ですとか、継続、中止の判断というのは、

そういった決定のプロセスですね、どういうふうな

段階で決めていくのかというのは明文化されている

のでしょうか、伺います。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 補助金につきましては先ほど申したとおりに、補

助金等の見直しガイドラインに基づきまして、各所

管課のほうで補助金・交付金自己評価シートという

ものを用いて公益性それから公平性、必要性などの

観点から評価を行いまして、その結果を踏まえて、

継続・拡充・見直し・廃止ということで判断を行っ

ております。 

 委託契約につきましても、業務委託自己評価シー

トによりまして各所管のほうで評価を行い、契約の

妥当性や継続の可否について検討し、予算編成過程

におきまして調整・決定をしているというところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ガイドラインですとか評価シ

ートによって決定プロセスが明文化されているとい

う理解でよろしかったですか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） そのとおりです。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） プロセスが理解できました。 

 それでは、４つ目の質問ですね、２の④ですけれ
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ども、今、部長答弁がありましたけれども、ほかの

自治体なんかも参考にされてるよというふうなこと

だったんですけれども、私もほかの自治体がそうい

った補助事業ですとか委託事業を評価されてるのか

なというふうに方々を探してみたんですが、あまり

公表をされていないんですよね。あまりというか見

つけることができなかったんですけれども、自治体

間でどういうふうに参考にされてるのかというふう

に思ったんですけれども、具体的な成果指標ですと

か、達成状況の公開というのは一般的ではないとい

う現状を踏まえつつ、湖西市において、湖西市とし

て成果や効果を市民が理解できる、納得はするかど

うかはちょっと分からないんですけれども、段階的

に公開をしていくようなことは考えがあるのか、ま

ずそこを伺いたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 先ほどの答弁のほうで、私のほうでなかなか言葉

が足らなかったと思いますけれども、他市町を参考

にするというのは、横並びで補助金を同等な活動を

したときとか、補助金とか、委託とかというものを

教えてもらって、そこが妥当性があるかと、そうい

ったところになります。 

 今、先ほどの質問につきましては公表についてと

いうことになりますが、補助金・委託料の事務事業

のうち、補助金・委託料・指定管理料といった個々

の予算科目については公表はしておりません。補助

金につきましても、その趣旨とか性質が多様であり

ますものですから、一律に成果や効果を公開すると

いうことは適さないのかなというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 一番最初に御答弁いただいた

ように、何百件もあるような補助事業ですとかを全

て公開をする必要はないかと思うんですけれども、

湖西市は1,000万円以上の事業については事務事業

評価を公表しているではないですか。そういったよ

うな考え方で、幾ら以上の補助事業ですとか契約に

ついては公開をしていくことがいいんじゃないかな。

これは評価によって、事業者さんがやはり承認をさ

れるということですとか、モチベーションが上がる

んじゃないのかなというふうには思うんですけれど

も、もう一回聞きます、どうでしょう可能性として。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えさせていただきま

す。 

 議員がおっしゃるとおり、今は事務事業評価とい

うものは公表はしています。それは全ての予算の最

小単位で整理をして点検をしている、そういったも

のになります。この事務事業評価の中に補助金であ

るとか、委託料とか、消耗品であるとか、そういっ

たものを含み一体的な予算単位というのが事務事業

ということになるものですから、予算編成において

も、事務事業を所管課の中で優先順位を決めていた

だいて次年度に反映をするというような湖西市のほ

うは取組をしているというところになります。先ほ

ど言ったように個別の補助金であるとか、指定管理

とかというものを今公表するというのはちょっと考

えておりませんで、また予算編成のときには今まで

どおり活用させていただきたいと思いますが、また

何かいろいろな自治体などありましたら参考に研究

をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） なかなか前向きな回答はいた

だけなかったんですけれども、５つ目の質問のほう

に入りたいと思います。 

 各種いろいろな団体、大きな団体もあれば小さな

団体もあれば、かなり高齢化が進んで維持も困難だ

よというような団体もあるかと思うんですね。よく

聞くのが、やはり報告書の作成ですとか、それから

補助の申請ですとか、非常に書類の作成とかが煩雑

になってるということも伺うところなんですね。こ

れに加えてＫＰＩを出せだとか、また小難しいこと

を言い始めると非常にモチベーションが下がってし

まうというのも事実だと思うんですね。なので、そ

ういった事務負担を軽減をしながら、これはやっぱ

り担当部署の伴走ですとか、そういった支援が必要

だと思うんですけれども、そういった伴走型の体制
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を構築するような考えはありませんかということで、

５つ目の質問をしたいと思います。お願いします。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 議員がおっしゃるとおり、なかなか様々な団体が

あるものですから、ＫＰＩの設定とか公開を求める

ということは、全ては想定することはないかなとい

うふうに思うところです。 

 補助金の用途は多様なものですから、団体もそれ

ぞれの先ほど言われたように結構人数が少ないよう

な団体もありますし、なかなか補助金という性質上、

自立をしていただくようなそういった配慮も必要が

ございますので、そのため、市の支援につきまして

は、各所管課のほうでまた判断をして対応してまい

りたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 所管課も大変だと思うんです

よ。人員も少なくなる中で負荷がどんどんどんどん

高くなっていくというところは十分理解をしている

んですけれども、今、ＤＸを湖西市も進めていると

いうところだと思うんですね。今、レシートを携帯

でパチッと撮って、ソフトに入れれば、勝手に勘定

科目にはまり込んでいくというような、例えばマネ

ーフォワードみたいなところ、私も使っているんで

すけど、カードですとか、ＱＲコードですとか。そ

れで、間に合わなければ、レシートの写真を撮って、

ソフトを使えば勝手に収支が出てくる。もっとそう

いうふうなことの活用を促すような伴走というんで

すかね、行政側についても。どうしてもあかんよと

いうところはそろそろ、委託ですとか補助の類似団

体であるのであれば少し統合してもらうだとか、そ

ういったことも市の支援ですとか伴走型の体制とい

うふうには思うんですけれども、そういった考えは

ないでしょうかね。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 議員のおっしゃるとおり、ＤＸとか、そういった

のも進んでおりますし、報告とか申請の仕方みたい

なもの、実務的なものは見直すことができる、改善

できるところはあるかなと思いますので、そういっ

たところについては前向きに取り組んでいきたいと

いうふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ぜひ期待をしたいところでご

ざいますので、大きな３つ目の質問のほうに入って

いきたいと思います。 

 続きまして、公平性と透明性の確保です。今まで

いろいろと御答弁いただきましたけれども、支援で

すとか契約の見直しの際に分野横断的な整合性です

とか、団体間の公平性をどのように確保しているの

か。とりわけ、類似分野における支援の水準の差異

ですとか、分野の異なる場合の比較の視点ですね、

共通の評価軸について少し説明をいただきたいと思

います。ここが一番聞きたいところなんですけどね。

よろしくお願いします。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） ３番目の質問でよろしい

ですか。 

○12番（楠 浩幸） はい、そうです。 

○総務部長（太田英明） ちょっと重複するところ

もありますが、補助金につきましては、事業分野の

優先度や目的、それから代替性の有無、それから団

体の状況などがそれぞれ異なるため、全てを一律に

比較をして公平性を確保するということは困難であ

るというふうに考えております。 

 このため、見直しに当たりましては、公平性の観

点に加えまして、各所管が事業の目的や効果を整理

をした上で、対象団体と丁寧に協議を行い、理解を

得ながら進めることが必要であるというふうに考え

ております。 

 委託契約につきましては、契約手続において公平

性を確保してというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 丁寧に説明をしていただいて

いるということなんでしょうけれども、何で私のと

ころにおかしいねというふうな話が来るのかなとい

うふうに思うわけなんですね。やはり、そこがまだ
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まだ透明性が担保できてないのかなというふうに思

うわけなんですよ。なので、繰り返しになりますけ

れども、類似の団体ですよね、特に。そういったと

ころの公平性というのをもう少し分かりやすく整理

をすることはできないんでしょうかね。なかなか難

しいことだとは思うんですけれども、いかがでしょ

うか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 なかなか類似団体というか、内容についても見た

目は似てるんですけど、中身を見ると対象となる団

体とか人であるとか、それぞれ本当に異なっており

まして、なかなか一律にそこをまとめていくという

のがちょっと難しいのかなというふうに確認をして

います。ただ、議員のおっしゃるとおりで、評価の

透明性であるとか、客観性とかというのは大変課題

というふうに思っておりますので、基準の明確とか

横断的な整理の必要性についてはまた研究を進めて

いきたいなと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） それでは、３の２つ目の質問

に入っていきたいと思います。 

 透明性というのは非常に大事なというふうに思う

んですね。なので、市民への説明責任をどうやって

果たしていくのかということなんですね。各団体の

事業の内容ですとか、支援額ですとか、契約額、成

果指標、評価等を踏まえて、市のホームページや広

報紙で公表していってはどうかなというふうに思う

んですけれども、どの辺りぐらいまでだったら公開

できますかね、どうでしょう。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 現在、予算書、それから決算書、それから事務事

業評価の一部を通じまして支出額とか、事業の概要

等を公表しているところでございます。 

 今後は、主要施策成果の説明書、前回説明をさせ

ていただいたところになりますけれども、そういっ

た内容、部門別主要施策についても全て公表して、

各事業の成果のほうを公表してまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 今、決算、我々もやっている

ところなんですけれども、その主要施策成果の説明

書の充実を図っていくということで理解してよろし

いですか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） そのとおりです。主要施

策のほうについては、今の議会で決算の承認をいた

だきましたら、こちらのほうも公表してまいりたい

と思いますし、そちらのほうの充実のほうも図って

いきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ようやく前向きな答弁をいた

だきまして、ありがとうございます。最初の段階で

は個人情報ですとか、厳しいような情報というのは

除いてね、既存のテンプレートというのを作ってい

ただきながら、主要施策のほうに公開をしていただ

きたいというふうに思うんですけれども、これは来

年度以降に詳細化していくという考えでよろしいで

しょうか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 主要施策成果の説明書は今決算の真っ最中ですけ

ど、そちらのほうについて内容を少し見直しをする

ようなところで考えるところです。補助金委託費と

かというところ、それぞれの科目ではないんですけ

れども、今決算の説明書があるかと思いますが、そ

ういったところも公表することによって市民の皆さ

んのほうにも明らかになるかなと思いますし、そう

いったところを今事務事業評価だけを予算と決算書

に加えて、そちらのほうも行っていくというところ

で考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 確認です。令和７年度の決算

の主要施策成果の説明書、決算書から、もう少し丁

寧に公開していくということでよろしいですか。 
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○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 現在の説明書があるかと思いますが、そういった

ところに少し加えられるところは加えていくという

ような意味合いで、そこをさらにすごい深く深掘り

するというようなところではないかもしれませんが、

また、議会のほうが終了しまして承認いただきまし

たら、今の説明書についても公表していきたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 期待をしておりますので、３

つ目の質問を終わりたいと思います。 

 続いて、質問の４まで行っていいですか。 

○議長（神谷里枝） はい、お願いします。 

○12番（楠 浩幸） それでは最後に、改善のプロ

セスの確実な運用について、しつこいんですけれど

もね、今大分答弁いただいたんですけれども、今後

の制度の見直しにおきまして、市としてどのような

課題意識を持って検討を進める考えがあるのかをち

ょっとまとめて伺いたいと思います。お願いします。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えをします。 

 補助金や委託事業は、事業ごとに目的や内容が多

様であり、一律の見直しは困難であるというふうに

認識をしております。 

 一方で、制度の運用が固定化をしているとの指摘

や市民の説明責任の必要性は受け止めております。 

 そのため、現行制度を維持しつつ、成果の分かり

やすい見せ方や公開情報の充実など、実践的な改善

に取り組むことが必要であるというふうに考えてお

ります。 

 こうした観点から、制度運用の透明性・公平性の

向上に向けて制度の在り方について研究してまいり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 本当にね、やはり市民に分か

りやすいような情報公開を期待をしていきたいとい

うふうに思っております。 

 それでは最後の最後ですけれども、４の②ですね。

情報公開・評価基準の明確化など、制度的改善に向

けて、部長のほうは今改めて検討していくというふ

うなことを答弁いただきましたけれども、これはし

つこいんですけれども、来年度の予算決算から取り

組んでいっていただけるという理解でよろしいでし

ょうか、どうでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えしますが、先ほど

の様式のほうを主要施策の説明書というのが大きく

変わるみたいなイメージかと思いますが、そういっ

たもう少し充実をさせるとかですね、そういった内

容になるものですから、一新するというようなそん

なイメージではありませんので、そこのところを御

了解いただければと思います。また、他自治体も参

考にしながら、見せ方なども研究したいと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） そうですね、段階的に改善を

していっていただければ、私どもも市民・団体に対

して説明ができるのかなというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 以上、現状の整理から成果の把握、評価、公平性、

透明性と、そして改善の進め方までお伺いをしまし

たけれども、何かありました。 

○議長（神谷里枝） ちょっと暫時休憩といたしま

す。 

午後２時５分 休憩 

───────────────── 

午後２時５分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

○12番（楠 浩幸） お気遣いありがとうございま

す。勝手に閉めようと思ったんですけれども、最後

ですけれども、これから制度の改善に向けて市とし

て検討を開始する意思について最後にお伺いいたし

ます。お願いします。 

○議長（神谷里枝） 企画部長。 

○企画部長（馬渕 豪） お答えします。 

 先ほどから総務部長のほうから答弁させていただ
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いていた仕組みにつきましては、過去、平成26年度

から令和元年度まで外部委員の構成によります行政

改革審議会というところで、テーマが補助金事業と

いうところで取り組んできた内容の一つの成果でご

ざいます。現在実施しております各担当課の内部評

価、自己評価、先ほどお話がありました補助金ガイ

ドラインとか、そういったところについてはＰＤＣ

Ａサイクルに基づいて評価をしてきたところでござ

います。 

 情報公開の公開の部分につきましては先ほど総務

部長の答弁にありましたように、今後、主要施策の

説明のところで公表されていくとは思いますが、制

度の改善等につきましては、市全体というよりは所

管課と担当、委託業者ですとか、あと補助金を受け

る団体との話合いの中で制度の改善は進んでいくも

のだというふうに思っておりますので、そういった

全体的な制度を今後していくかどうかについては研

究していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 最後にちょっとトーンダウン

したような気もせんでもなかったんですけれども、

平成26年から行革の審議会で内部評価について審議

をいただいていたというようなことなんですけれど

も、そういったようなプロセスもなかなか市民には

理解をしていただけていなかったということ、私も

含めてですけどね。やはり、透明性が一番だと思う

んですね。そういった意味では、これから主要施策

成果の説明書ですとか、決算書ですとか、予算書

等々に少しずつでも市民の理解がいただけるように、

繰り返しになりますけれども公平性ですとか透明性、

そして改善の進め方についても適宜情報公開をして

いただきたいなというふうに思っております。 

 湖西市の力というのは行政の皆さん、一生懸命頑

張っていただいているとは思うんですけれども、一

番最初に数字も言っていただきましたけれども、地

域で活動される皆様ですとか、受託事業の皆様とか、

本当に協働によって発揮をされるものだというふう

に認識をしております。行政が目的設定の伴走です

とか、達成の見える化ですとか、これはまた承認を

することで称揚される、これを丁寧に行うことによ

ってネットワークと職員のスキルで現場をコーディ

ネートしていくことが、やはり活動の持続可能性と

質の向上、市民の納得、そして行財政改革の実効性

に直結するものというふうに考えます。市民に開か

れた形で一歩ずつ前進できるよう具体的な取組と行

程の提示をお願いをいたしたいと思います。 

 以上で、私の一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、12番 楠浩幸議員の

一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は14時25分と

いたします。 

午後２時８分 休憩 

───────────────── 

午後２時25分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 次に、４番 山口裕教議員の発言を許します。 

 それでは、４番 山口裕教議員、どうぞ。 

  〔４番 山口裕教登壇〕 

○４番（山口裕教） ４番 山口裕教、通告書に従

い一般質問をいたします。 

 主題、若者や女性の雇用促進策について。 

 質問しようとする背景や経緯、湖西市が将来にわ

たり活力ある町として持続可能な発展を遂げるには、

人口減少を抑制することが最も重要です。現在、進

学や就職を機に湖西市を離れる若者が多く、湖西市

内の企業への雇用促進や女性を対象とした就労支援

を充実させることが喫緊の課題となります。近隣の

浜松市では、令和７年度から女性に選ばれるまちプ

ロジェクトとして、女性特有の健康課題を解決する

製品の購入や理解促進のための研修費用の新設や女

性に関する支援や制度を集約したウェブサイトの構

築といった事業を始めており、女性の転出超過や人

口減少抑制策を展開しています。湖西市においても

若者や女性が働きやすい環境づくりが重要と考え、

質問をいたします。 

 質問の目的は、若者や女性が湖西市で安心して働

き、暮らせる環境を整備し、移住定住を促進するこ
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とで人口減少対策につなげるためです。 

 質問事項、１、市内企業における新卒者採用状況

の動向をお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。産業部長。 

  〔産業部長 松原聡史登壇〕 

○産業部長（松原聡史） 山口議員にお答えいたし

ます。 

 新卒者の採用状況については、厚生労働省の雇用

動向調査によりまして、都道府県ごとに新卒の就職

者数の統計が行われておりますが、市町村ごとの集

計は行われていないため、市内企業の採用状況は把

握できておりません。 

 なお、Ｕターンの状況については、しずおか産学

就職連絡会が取りまとめた資料によりますと、県内

高校を卒業して進学する学生の約７割は県外の大学

に進学し、そのうち地元に戻って就職している割合

は約３割という推計が出ておりまして、湖西市にお

ける動向もおおむね同様の傾向にあるというふうに

推測をしております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。進学

や就職などで地元を離れた方の人数、それと市内企

業の新卒者採用人数を比べたとき、どちらが多いと

言えるのでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 先ほどの答弁でもお答えいたしましたが、市内企

業の新卒者採用状況については把握できておらず、

進学や就職で地元を離れた方の人数につきましても

同様に把握できていないため、比較を行うことは困

難であります。ただ、湖西市における人口の社会増

減を見ますと近年減少傾向にありますことから、ど

ちらかといえば、やはり進学や就職などで地元を離

れる方のほうが多いのではないかと推測されます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） やはり、私も転出とか転入で

調べたときに、人口減少の転出のほうが転入より多

いという結果だったものですから、やはり、人口減

少の対策につなげていくには進学などで転出した人

たちに市内企業で働くことを推進し、転出よりも転

入人口を増やしていくことが重要であり、市内企業

で働く方たちに移住定住を促進していくよう、さら

なる取組をお願いいたします。 

 では、次の質問に、よろしいですか。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○４番（山口裕教） 質問事項２、若者や女性に対

する市内企業への雇用促進策と課題をお伺いいたし

ます。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 全国的にも人手不足が課題となる中、若者や女性

の雇用を促進するためには、市内企業を強力にバッ

クアップする必要があると考えております。そこで、

市内企業の人材確保力を高め、求職者に対して自社

の魅力を発信するための採用担当者向けセミナー、

そして企業と求職者のマッチング機会を提供する就

職イベントを開催し、市内企業の採用活動を支援し

ております。 

 近年、少子化による学生数の減少や、売手市場に

伴う就職イベント参加者数の減少が課題となってお

ります。そのため本年度は、近隣市と連携し規模を

拡大したイベントを開催し、さらに公共交通機関へ

の広告掲示など広報にも工夫を凝らした結果、例年

を大幅に上回る120人以上の参加者を集めることが

できました。 

 今後も、市内企業と求職者双方にとって効果的な

マッチングの場を提供し、人材確保の課題解決につ

ながる取組を継続してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。いろ

いろな雇用促進策を行っているということが確認で

きました。そこで、ここ二、三年の動向で市内企業

への雇用促進策を実施した効果がもし少しでも現れ

ているなら教えてください。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 
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 効果というとなかなか数字でこう明確に言うこと

は難しいんですけれども、といいますのは、企業の

採用状況について個々に詳しく把握しているわけで

はないものですから、それは難しいんですが、市で

実施をいたしました就職フェアに参加した学生が自

社の採用面接に受けにきてくれたといった声も聞い

ておりまして、企業の採用活動の一助になっている

というふうに認識をしております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。雇用

促進の効果につなげていくには、すぐにはなかなか

簡単ではないし非常に難しいと思いますが、一つ一

つ課題を克服し、雇用促進のさらなる効果につなげ

るようお願いいたします。 

 では、次の質問に入らせていただきます。 

 質問事項３、ハローワークや就職支援業者などと

の連携体制をお伺いします。また、国や県と連携す

ることで効果的な支援につながると考えるのですが、

それぞれの役割や連携体制はどのように行っている

かお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 まず、国の機関でございますハローワークでは、

求人情報の提供を中心として、関連する就職相談や

セミナーを実施しております。県の機関であります

ジョブステーションでは、ハローワークにつながる

前段階となる相談会などを実施をし、湖西市におき

ましては、本市特有の課題に応じて、在宅ワークの

セミナーであったりだとか就職イベントなどを行っ

ているところでございます。 

 具体的な連携体制といたしましては、国や県との

連携強化を図るため、ハローワークが事務局を務め、

県や浜松市、湖西市などで構成する、みんなで考え

るワークとライフ両立支援協議会において各機関の

情報共有ですとか、意見交換を行っているところで

ございます。 

 また、令和６年度からは、新たにハローワークと

市の共催によるセミナーや就職相談会等を14回実施

しており、これまでに延べ208名の方に参加をいた

だいております。 

 引き続き関係機関と連携を図りつつ、湖西市内で

就労する方が増えるように支援を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。この

連携体制を推進するに当たって不具合というか、支

障となるようなことはないのでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 現時点におきまして特段支障などは承知しており

ません。逆に、それぞれの個々の広報媒体の活用が

可能となることですとか、ハローワークの求職者に

対して直接市のほうからも情報発信が可能になるで

すとか、また湖西市内で共済のセミナー開催が可能

になる、そういったことですとか、セミナー件数の

増加が見込めるといった、連携によって数多くのメ

リットがあるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。雇用

促進において、就職支援業者や国や県との連携、こ

れは非常に効果的で重要だと思われますので、お互

いに協力し合い雇用促進と移住定住につなげていき

ますようお願いいたします。 

 では、次の質問よろしいですか。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○４番（山口裕教） 質問事項４、育児をしながら

でも働きやすい環境整備のため在宅ワークが有効で

あると考えますが、支援策を講じる考えをお伺いい

たします。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、主に女性の就業継続やキャ

リア形成におきまして、育児との両立が大きな課題

となっており、柔軟な働き方を可能とする在宅ワー

クは、これを解消するための有効な手段の一つであ

るというふうに考えております。 

 これを踏まえまして、昨年度は女性の再就職支援

事業として、在宅ワークに必要な知識それからスキ
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ルの習得に特化したセミナーやマッチングの支援、

個別相談を実施してきておりまして、これまでに延

べ297名の方に御参加をいただいております。 

 本年度は、事業の効果をさらに高めるため、昨年

度本セミナーを受講して実際に在宅ワークを行って

いる方をアシスタントに加えて、体験者の声を直接

聞けるようにしたりですとか、チャットグループを

設けることで講師や参加者同士の情報交換もできる

ようにするなどの見直しを行っておりまして、今後

も、市としましても在宅ワーク支援を強化してまい

ります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。この

在宅ワーク者を求める企業と在宅ワークの仕事を求

める就業者のおおよその割合はどうなっているので

しょうか。例えば在宅ワークの仕事を求める方は多

いが、在宅ワークの仕事のほうが少ないだとか。い

かがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 なかなかそうした直接的なデータというのはない

んですけれども、関連するデータを参考に紹介いた

しますと、民間求人サイトのインディードによりま

すと、在宅ワークを希望する方が検索するワードと

してフルリモートという言葉があるんですけれども、

そうした言葉を検索する割合というのは年々増加し

ております。具体的な数字を申し上げますと、コロ

ナ禍前の90倍、１年で言うところの2024年３月と

2025年の３月、これを比較しても約１割増加してい

るというところで増加傾向にございます。 

 一方、企業側における最近のトレンドとしまして

は、それまではテレワークというかリモートワーク

を中心にしてきたところも、特に大企業なんかで多

かったんですけれども、出社回帰というか、なかな

かコミュニケーションが取りづらいといったことで

出社して仕事をするというところが増えていて、大

企業の求人が減る一方でコストカットのための事務

外注を図る中小企業の求人が増えているということ

で、具体的な例を言いますと、企業がデータ入力だ

とか動画編集だとか、そういった在宅ワークになじ

むような業務委託の募集を行うプラットフォームで

あるクラウドワークスというサイトというかフォー

ムがあるんですけれども、そこで言うところの求人

件数はここ数年横ばいとなっています。こうした例

を踏まえますと、恐らく在宅ワークの仕事を求める

就業者が在宅ワークの求人を上回っているという状

況だと思いますが、市としましては、在宅ワークを

希望する方が望んだ仕事を得られるように引き続き

支援をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。在宅

ワークというのは、育児をしながらでも働きやすい

環境整備としては非常に有効で、育児就労者にとっ

てはとてもありがたい就労の仕方だと考えます。在

宅ワークの拡大による雇用促進の推進を行い、魅力

ある湖西市へとつなげていっていただきますようお

願いいたします。 

 では、次の質問よろしいですか。 

○議長（神谷里枝） はい。 

○４番（山口裕教） 最後、５番目、若者や女性の

Ｕターンを考えたとき、専修訓練などの学び直し支

援も有効だと思いますが、専修実践教育訓練や一般

教育訓練などの支援をモノづくりのまち湖西として

今後推進していく考えはないかお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 労働者の主体的なキャリアアップを支援するため

の国の支援制度として教育訓練給付金制度というも

のがございまして、専門実践教育訓練ですとか一般

教育訓練は、その教育課程の一種であるというふう

に承知をしております。 

 若者や女性がＵターンを検討する際には、その前

提として、Ｕターン先の産業構造に合わせたスキル

を習得する必要があり、働きながら主体的な能力開

発を可能とする教育訓練給付金制度は、Ｕターン推

進の一助となっているというふうに考えております。 

 湖西市内におきましても、湖西地域職業訓練セン

ターやハマＩＮ自動車学校で受けられる講習の一部
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が、教育訓練給付金制度の対象となっております。

また、湖西地域職業訓練センターでは、教育訓練給

付金制度だけでなく、労働災害を疑似体験できる安

全体感講座の実施など、多様な講座を展開しており

ます。 

 Ｕターンしてきた若者や女性を含め、湖西市内で

働く方々が必要なスキルを身に着けられるよう、引

き続き市としても支援を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。首都

圏で働いてのＵターン者がモノづくりのまち湖西で

働くとき、各専修訓練課程だとか技能検定、作業主

任などの取得は非常に有効だと考えますが、そのよ

うな技能取得の補助に対してはどのようにお考えで

すか。 

○議長（神谷里枝） 産業部長。 

○産業部長（松原聡史） お答えいたします。 

 先ほど答弁差し上げたとおり、そういった技能の

取得については非常にＵターンを推進する上では有

効であるというふうに考えております。ただ、技能

取得への補助につきましては、国の補助制度が整備

されておりますので、市としては現時点で上乗せの

補助は考えておりません。Ｕターンしてきた方を含

め湖西市内で働く方々のスキルアップについては職

業訓練センターなどと連携し、引き続き支援を行っ

てまいります。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山口議員。 

○４番（山口裕教） ありがとうございます。モノ

づくりのまち湖西という特色を考え、首都圏などか

らのＵターン者を考えたとき、必要技能の取得者の

雇用は、雇用する企業にとっても有効であると思わ

れますので、ぜひ検討して推進していただけますよ

うお願いいたします。 

 以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（神谷里枝） これをもちまして、本日予定

しておりました一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 以上で本日の日程は終了いた

しました。これにて散会いたします。お疲れさまで

ございました。 

午後２時45分 散会 

───────────────── 


